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米

！？主
国平主主

豊近
夏と
禁朝
通鮮
t戦
義争
露軍
毒事
霊停
委戦
語体
↑制倉

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

一
問
題
の
所
在
｜
｜
「
大
国
聞
の
協
調
」
の
撹
乱
要
因
｜
｜

二
軍
事
停
戦
体
制
「
局
地
化
」
と
「
大
国
聞
の
協
調
」
｜
｜
ロ
ジ
ャ
l
ズ
少
将
提
案
｜
｜

三
「
力
の
真
空
状
態
」
と
多
国
間
関
係
｜
上
陶
北
赤
十
字
会
談
の
二
つ
の
側
面
｜
｜

四
中
国
国
連
加
盟
と
平
和
体
制
の
国
際
管
理
案
｜
｜
国
連
の
権
能
の
制
奪
と
そ
の
限
界
｜
｜

付
「
朝
鮮
半
島
の
公
認
さ
れ
た
平
和
的
地
位
」
｜
｜
「
ポ
l
ロ
E
」
で
の
討
議

ω
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
和
平
と
北
朝
鮮
l
｜
朴
成
哲
ハ
ノ
イ
訪
問

五
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
と
国
連
の
権
能
｜
｜
米
朝
直
接
協
議
の
余
地
｜
｜

付
朴
正
照
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
と
金
日
成
の
「
平
和
攻
勢
」
｜
｜
李
厚
洛
の
大
国
間
保
障
案

口
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
と
国
連
軍
司
令
部

l
l
「
ク
ロ
ス
接
触
」
の
端
緒

六

結

語
l
｜
｜
「
四
大
国
保
障
論
」
へ
の
接
近
と
限
界
｜
｜

田

秀

也
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問
題
の
所
在
｜
｜
「
大
国
間
の
協
調
」
の
撹
乱
要
因
ー
ー
ー

374 

一
九
七

O
年
二
月
、
ニ
ク
ソ
ン
（
担
。

g
a冨－

zgロ
）
は
外
交
教
書
で
、
そ
の
前
年
の
ア
ジ
ア
の
駐
留
米
軍
の
削
減
を
骨
子
と

す
る
「
グ
ア
ム
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
を
「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
し
て
定
式
化
し
、
同
年
三
月
末
に
は
約
二
万
名
の
在
韓
米
軍

の
削
減
を
指
示
す
る
国
家
安
全
保
障
決
定
覚
書
（
Z
色
。
ロ
色
彩

2
ュミ

U
2
E
S
冨

O
B
2
8含
H
N
S
D
M
）
’
必
を
纏
め
た
。
こ

れ
を
受
け
翌
七
一
年
三
月
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
、
朴
正
照
政
権
の
強
い
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
七
歩
兵
師
団
の
撤
収
を
強
行
し
、

そ
れ
ま
で
非
武
装
地
帯
の
後
方
を
担
当
し
て
い
た
第
二
歩
兵
師
団
も
再
配
置
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
韓
国
軍
が
全
軍
事
境
界
線
の
防

（

1
）
 

衛
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
試
み
た
韓
国
防
衛
の
「
韓
国
化
」
は
こ
こ
に
一
応
の
結
実
を
み
た
。

し
か
し
、
こ
の
外
交
教
書
が
、
同
盟
国
へ
の
米
国
の
軍
事
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
逓
減
だ
け
で
な
く
、
中
国
と
の
関
係
構
築
を
謡
っ

て
い
た
以
上
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
朝
鮮
半
島
政
策
は
、
中
国
と
の
「
大
国
間
の
協
調
」
の
中
に
位
置
づ
け
て
初
め
て
輪
郭
を
整
え
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
脈
で
、
「
ポ
l
ロ
I
」
と
呼
ば
れ
る
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（
同

gミ
〉
・
自
g
E
m
2）
大
統
領
国
家
安
全
保
障
担

当
特
別
補
佐
官
の
第
一
回
秘
密
訪
中
を
経
て
発
表
さ
れ
た
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
（
一
九
七
一
年
七
月
一
五
日
）
が
、
朝
鮮
半
島
に
及

ぼ
し
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。
す
で
に
朴
正
照
は
一
九
七
O
年
の
光
復
節
で
「
善
意
の
競
争
」
提
案
を
行
い
、
北
朝
鮮
と
の
対
話

を
提
議
し
て
い
た
が
、
七
一
年
の
新
年
辞
で
米
中
関
係
の
改
善
に
触
れ
つ
つ
、
北
朝
鮮
が
「
こ
の
地
域
で
力
の
真
空
状
態
が
で
き
、

〈

2
）

共
産
主
義
が
自
由
主
義
に
比
べ
て
相
対
的
に
力
の
優
位
に
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
「
誤
っ
た
判
断
」
を
下
す
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
。

ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
で
朴
正
照
が
抱
い
た
安
全
保
障
上
の
懸
念
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
緩
和
す
ベ
く
大
韓
赤
十
字
社

が
北
朝
鮮
に
南
北
赤
十
字
会
談
を
提
案
し
た
。
他
方
の
北
朝
鮮
も
、
そ
れ
ま
で
「
南
朝
鮮
革
命
」
を
人
民
民
主
主
義
革
命
と
規
定
し
、

「
南
朝
鮮
人
民
」
に
統
一
革
命
党
の
下
に
労
働
者
と
農
民
が
結
集
し
て
朴
正
照
政
権
を
打
倒
す
る
こ
と
を
鼓
吹
し
て
い
た
に
も
か
か

（

3
）
 

わ
ら
ず
、
南
北
赤
十
字
会
談
の
提
案
を
受
け
入
れ
、
打
倒
の
対
象
で
あ
っ
た
朴
正
照
政
権
と
の
対
話
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。



米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

米
中
接
近
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
「
局
地
化
」
の
端
緒
と
な
り
、
「
大
国
間
の
協
調
」
の
形
成
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
形
づ

く
っ
た
が
、
両
者
が
最
も
有
機
的
な
関
係
を
も
っ
た
の
は
軍
事
停
戦
体
制
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
の
直
前
、
国
連
軍
側
首

席
代
表
の
ロ
ジ
ャ

1
ズ
（
F
E
M
冨
・
問
。
m
o
g）
空
軍
少
将
は
、
非
武
装
地
帯
に
お
け
る
軍
事
的
信
頼
醸
成
措
置
と
と
も
に
、
米
軍
将

校
が
担
っ
て
い
た
国
連
軍
側
首
席
代
表
を
韓
国
軍
将
校
に
交
替
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ま
た
そ
の
問
、
中
国
は
一
九
七
O
年
四
月

の
周
恩
来
国
務
総
理
の
訪
朝
を
機
に
、
文
化
大
革
命
期
に
冷
却
化
し
た
北
朝
鮮
と
の
関
係
改
善
に
成
功
し
、
空
席
を
強
い
ら
れ
て
い

（

4
）
 

た
軍
事
停
戦
委
員
会
に
も
中
国
人
民
志
願
軍
代
表
団
を
復
帰
さ
せ
た
。
こ
の
時
期
、
軍
事
停
戦
体
制
は
そ
れ
を
南
北
聞
に
「
局
地

化
」
す
る
提
案
を
介
在
さ
せ
つ
つ
、
常
態
を
取
り
戻
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
他
方
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
「
局
地
化
」
と

は
、
韓
国
の
安
全
保
障
の
た
め
ソ
ウ
ル
に
駐
留
し
た
国
連
軍
司
令
部
、
ま
た
、
同
じ
く
ソ
ウ
ル
で
統
一
問
題
の
解
決
に
お
け
る
国
連

の
責
任
を
象
徴
し
て
い
た
国
連
韓
国
統
一
復
興
委
員
会
（
巴
巳
宮
内
己
笠
宮

g
n。
B
E
g－
。
ロ
皆
叫
ロ
ロ
5
8位。ロ

g品
開
各

m
V
E
s
t
s

え
問
。
R
R
U
N
e
U
R
K
）
の
二
つ
の
国
連
の
権
能
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
伴
う
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
「
ポ
l
ロ
H
」
と
呼
ば
れ
る

一
九
七
一
年
一

O
月
の
二
回
目
訪
中
の
際
、
周
恩
来
と
の
聞
で
、
軍
事
停
戦
体
制
の
平
和
体
制
へ
の
転
換
、
国
連
軍
司
令
部
、

U
N

C
U
R
K
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
が
、
南
北
赤
十
字
会
談
予
備
会
談
の
進
行
中
、
米
中
両
国
が
韓
国
か
ら
国
連
の
権
能
の
剥
奪

を
い
か
に
捉
え
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
紛
争
「
局
地
化
」
と
「
大
国
間
の
協
調
」
と
が
相
互
に
い
か
に
作
用
し
た
か
を
み
る
上

で
必
須
と
な
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
が
南
北
朝
鮮
に
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
第
七
代
大
統
領
選
挙
（
一
九
七
O
年

（

5
）
 

四
月
二
七
日
）
を
前
に
展
開
さ
れ
た
「
安
保
論
争
」
で
、
新
民
党
選
出
の
金
大
中
候
補
は
、
南
北
問
の
武
力
不
行
使
を
訴
え
つ
つ
、

米
中
関
係
の
改
善
、
中
国
の
国
連
加
盟
を
予
期
し
た
上
で
、
周
辺
四
カ
国
に
不
戦
を
誓
約
さ
せ
る
「
四
大
国
保
障
論
」
を
提
唱
し
て

い
た
。
こ
の
構
想
自
体
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
「
局
地
化
」
と
「
大
国
間
の
協
調
」
と
前
提
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

「
四
大
国
保
障
論
」
は
、
こ
れ
を
批
判
し
た
朴
正
照
が
第
七
代
大
統
領
に
就
任
し
て
一
旦
葬
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
金
大
中
が
予
期
し

375 
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た
よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
に
続
き
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
「
ポ
l
ロ
E
」
の
終
了
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
第
二
六
回
国

連
総
会
で
は
中
国
の
国
連
加
盟
が
実
現
し
た
。
す
で
に
朴
正
照
は
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
受
け
、
南
北
赤
十
字
会
談
を
提
起
し
て
い

た
が
、
中
国
の
国
連
加
盟
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
を
「
大
国
間
の
協
調
」
と
捉
え
、
周
辺
諸
国
に
朝
鮮
半
島
で
の
武
力
不
行
使
に
関
す
る

誓
約
を
求
め
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
四
大
国
保
障
論
」
を
追
認
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
朴
正
照
が
「
四
大
国
保
障

論
」
を
追
認
す
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
当
時
の
国
内
政
治
状
況
は
、
必
ず
し
も
朴
正
照
が
統
合
さ
れ
た
統
一
外
交
政
策
を
展
開
す

る
条
件
に
は
な
か
っ
た
。
新
民
党
は
「
珍
山
波
動
」
と
呼
ば
れ
る
党
内
混
乱
の
中
、
金
弘
壱
を
党
首
権
限
代
行
と
し
て
第
八
代
国
会

議
員
選
挙
（
一
九
七
一
年
五
月
二
五
日
）
に
臨
ん
だ
が
、
総
二

O
四
議
席
中
八
九
議
席
を
獲
得
し
、
第
七
代
国
会
選
挙
（
一
九
六
七
年

376 

六
月
八
日
）
で
の
四
五
議
席
を
ほ
ぼ
倍
増
さ
せ
、
朴
正
照
の
退
陣
を
求
め
る
学
生
ら
の
運
動
も
苛
烈
を
極
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

北
朝
鮮
に
目
を
転
じ
て
み
て
も
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
受
け
朴
正
照
と
の
対
話
に
着
手
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
不
可
逆
の
趨

勢
と
は
い
い
難
か
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
「
ポ
l
ロ
E
」
の
際
に
周
恩
来
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
が
一
九
七

一
年
一
月
に
「
ル
ー
マ
ニ
ア
副
大
統
領
を
通
じ
て
」
米
国
に
接
触
を
求
め
て
き
た
事
実
を
知
ら
せ
、
米
国
政
府
が
「
非
常
に
融
和
的

（

6
）
 

な
返
答
」
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
朝
鮮
か
ら
は
無
反
応
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
北
朝
鮮
は
過
去
、
「
プ
エ

ブ
ロ
号
事
件
」
の
事
後
処
理
で
米
国
と
交
渉
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
共
産
党
、
黒
豹
党
な
ど
の
団
体
と
の
交
流
も
維
持
し
て

（

7
）
 

い
た
が
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
公
表
し
た
内
容
は
、
北
朝
鮮
が
第
三
国
を
介
し
た
政
府
間
接
触
の
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
対
米

接
触
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
た
。
北
朝
鮮
が
対
米
関
係
に
傾
斜
す
れ
ば
、
そ
れ
は
紛
争
「
局
地
化
」
の
構
図
を
崩
壊
さ
せ
、
朝
鮮

半
島
に
関
わ
る
米
中
両
国
の
「
大
国
間
の
協
調
」
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
通
り
、
北
朝
鮮
は
一
九
七
三
年
八
月
以
降
、

（

8
）
 

南
北
対
話
を
決
裂
さ
せ
、
七
四
年
三
月
に
米
国
に
は
平
和
協
定
の
締
結
を
提
起
す
る
が
、
北
朝
鮮
が
南
北
赤
十
字
会
談
を
進
め
つ
つ
、

対
米
関
係
を
統
一
政
策
の
全
体
像
の
中
に
い
か
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
後
に
北
朝
鮮
が
平
和
協
定
の
締
結
を

求
め
る
政
策
上
の
起
源
を
探
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。



軍
事
停
戦
体
制
「
局
地
化
」
と
「
大
国
間
の
協
調
」
｜
｜
ロ
ジ
ャ

l
ズ
少
将
提
案
｜
｜

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

N
S
D
M
・
必
は
在
韓
米
軍
二
万
名
の
削
減
を
指
示
す
る
文
書
で
あ
り
、
第
七
歩
兵
師
団
の
撤
収
と
第
二
歩
兵
団
の
再
配
置
は
こ

れ
を
実
行
に
移
し
た
形
と
な
っ
た
が
、
こ
の
文
書
は
「
板
門
店
に
お
け
る
国
連
の
安
全
保
障
上
の
責
任
を
引
き
続
き
果
た
す
こ
と
と

両
立
す
る
形
で
、
非
武
装
地
帯
内
の
米
国
の
軍
事
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
最
低
限
に
引
き
下
げ
る
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
こ
と
も
指
示
し
て
お

り
、
軍
事
停
戦
体
制
に
も
波
及
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
、
軍
事
停
戦
委
員
会
国
連
軍
側
首
席
代
表
の
ロ
ジ
ャ

l
ズ

少
将
は
、
第
三
O
六
次
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
議
（
一
九
七
O
年一

O
月
一
七
日
）
で
、
共
同
警
備
区
域
の
警
備
兵
を
計
三
五
名
に
削

（

9
）
 

減
す
る
と
と
も
に
「
武
装
解
除
」
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
、
第
二
二
六
次
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
議
（
一
九
七
一
年
六
月
二
日
）
で

（叩）

は
、
共
同
警
備
区
域
に
限
定
さ
れ
な
い
「
非
武
装
地
帯
の
非
武
装
化
」
を
提
案
し
た
。
こ
れ
ら
の
提
案
は
、
「
非
武
装
地
帯
内
の
米

国
の
軍
事
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
最
低
限
に
引
き
下
げ
る
」
こ
と
に
よ
る
抑
止
力
の
低
下
を
軍
事
停
戦
協
定
の
規
定
を
履
行
す
る
こ
と
で
相

殺
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
非
武
装
地
帯
の
設
置
は
、
軍
事
停
戦
協
定
に
よ
る
兵
力
引
き
離
し
措
置
で
あ
っ
た

が
（
軍
事
停
戦
協
定
第
一
条
一
項
1
二
項
）
、
そ
れ
は
遵
守
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
「
非
武
装
地
帯
の
非
武
装

化
」
と
い
う
逆
説
的
な
言
辞
は
、
非
武
装
地
帯
の
実
態
が
軍
事
停
戦
協
定
の
規
定
か
ら
希
離
し
て
い
る
こ
と
を
反
証
し
て
い
た
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
一
九
七
一
年
六
月
六
日
、
ポ
l
タ
l

（4
2ロ
冨
宮
司
・

3
2
2）
駐
韓
米
大
使
が
国
務
省
の
要
請
で
纏
め
た
韓

国
の
安
全
保
障
に
お
け
る
国
連
の
役
割
に
関
す
る
報
告
は
特
筆
さ
れ
て
よ
い
。
こ
こ
で
ポ
l
タ
l
は
、
米
軍
将
校
が
国
連
軍
側
首
席

（日）

代
表
を
務
め
る
軍
事
停
戦
体
制
を
換
え
、
そ
れ
を
韓
国
軍
将
校
に
交
替
す
る
案
を
伝
え
て
い
た
。
ポ
l
タ
ー
は
そ
れ
以
前
、
朴
正
照

（ロ）

に
南
北
対
話
を
慾
漁
し
て
い
た
が
、
軍
事
停
戦
体
制
で
も
そ
の
制
度
的
基
盤
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
受
け

ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
、
第
コ
二
七
次
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
談
（
一
九
七
一
年
六
月
一
二
日
）
で
、
①
一
定
地
域
を
設
定
し
、
双
方
の
全
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て
の
軍
事
要
員
を
撤
収
し
、
共
同
監
視
班
（
双
方
佐
官
級
二

1
三
名
と
付
属
要
員
か
ら
構
成
）
に
非
武
装
地
帯
内
の
あ
ら
ゆ
る
要
塞
、

陣
地
、
警
備
哨
所
、
地
雷
原
、
鉄
条
網
、
そ
の
他
の
自
由
往
来
を
妨
げ
る
人
為
的
障
害
物
に
関
す
る
説
明
、
そ
の
位
置
を
記
入
し
た

報
告
書
を
軍
事
停
戦
委
員
会
に
報
告
す
る
、
②
軍
事
停
戦
委
員
会
は
そ
の
報
告
内
容
を
討
議
し
、
そ
れ
ら
を
除
去
す
る
措
置
を
と
っ

た
後
、
共
同
監
視
班
が
そ
れ
を
点
検
し
、
全
て
の
対
象
物
が
完
全
に
除
去
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
反
省
報
告
書
を
軍
事
停
戦
委
員

会
に
提
出
す
る
、
③
軍
事
停
戦
委
員
会
は
そ
れ
と
隣
接
す
る
新
た
な
地
域
に
点
検
作
業
を
拡
大
し
、
右
記
と
同
様
の
方
法
で
除
去
作

業
を
実
施
し
、
非
武
装
地
帯
全
域
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
物
を
除
去
す
る
ま
で
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
実
施
す
る
、
④
い
か
な
る
武
器
、
軍

事
要
員
も
非
武
装
地
帯
内
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
民
間
作
業
員
が
非
武
装
地
帯
に
入
っ
て
農
耕
・
開
墾
す
る
こ
と
を
許
容

し
、
非
武
装
警
察
が
各
々
の
地
域
に
入
っ
て
民
間
人
を
統
制
し
、
軍
事
境
界
線
を
越
え
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
、
非
武
装
地

（臼）

帯
の
平
和
維
持
に
関
す
る
四
項
目
の
提
案
を
行
っ
た
。

も
と
よ
り
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
そ
れ
自
体
は
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
北
朝
鮮
も
外
務
省
代
弁
人
声
明
を
通
じ
て
、
「
何
ら
新

（

M
）
 

し
い
も
の
は
な
い
」
と
批
判
し
て
い
た
。
実
際
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
の
多
く
は
、
軍
事
停
戦
協
定
の
規
定
と
重
複
し
て
い
た
。
例

え
ば
、
軍
事
停
戦
協
定
第
二
条
B
二
三
項
は
、
軍
事
停
戦
委
員
会
が
非
武
装
地
帯
お
よ
び
漢
江
河
口
に
関
す
る
軍
事
停
戦
協
定
の
規

定
の
実
施
の
た
め
の
共
同
監
視
班
一

O
班
を
配
置
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
の
要
諦
は
、
こ
れ
ら
の

軍
事
的
信
頼
醸
成
措
置
の
多
く
が
南
北
間
で
と
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
七
月
四
日
、

国
連
軍
側
首
席
代
表
を
韓
国
軍
将
校
に
交
替
さ
せ
る
こ
と
を
提
起
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
関
係
国
の
間
で
合
意
が
み
ら
れ
れ
ば
、
「
軍

（日）

事
停
戦
委
員
会
は
韓
国
民
を
平
和
と
統
一
に
導
く
上
で
重
要
な
役
割
を
担
う
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が

N
S
D

M
E
必
に
従
っ
て
第
七
歩
兵
師
団
の
撤
収
と
第
二
歩
兵
師
団
の
再
配
置
を
強
行
し
な
が
ら
も
、
「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
が
韓
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国
の
安
全
保
障
に
対
す
る
責
任
を
謡
っ
た
よ
う
に
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
も
米
国
が
軍
事
停
戦
協
定
の
事
実
上
の
署
名
者
と
し
て
の

責
任
を
放
棄
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
、
国
連
軍
側
首
席
代
表
を
韓
国
軍
将
校
に
交
替
さ
せ
る
こ



と
で
、
軍
事
停
戦
体
制
に
お
け
る
国
連
軍
側
の
主
従
関
係
を
換
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ロ
ジ
ャ

I
ズ
は
こ
の
提
案

を
「
私
見
」
と
断
っ
て
い
た
が
、
ポ

l
タ
l
が
事
前
に
同
様
の
内
容
の
報
告
を
纏
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
「
私
見
」
と
は

い
い
難
く
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
内
部
で
検
討
さ
れ
た
結
果
、
下
さ
れ
た
方
針
と
考
え
て
よ
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド

ク
ト
リ
ン
」
に
よ
る
対
韓
軍
事
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
逓
減
と
南
北
当
事
者
に
よ
る
軍
事
的
信
頼
醸
成
措
置
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
を

形
づ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

他
方
、
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
提
案
は
、
当
時
ニ
ク
ソ
ン
が
す
す
め
て
い
た
対
中
関
係
の
改
善
と
の
関
連
で
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い

た
。
ロ
ジ
ャ

l
ズ
が
こ
の
提
案
を
行
っ
た
と
き
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
「
ポ
l
ロ
I
」
に
よ
る
秘
密
訪
中
の
途
に
あ
り
、
キ
ッ
シ
ン

ジ
ャ
ー
が
北
京
で
周
恩
来
と
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
と
き
、
中
国
人
民
志
願
軍
代
表
団
が
軍
事
停
戦
委
員
会
に

五
年
ぶ
り
に
復
帰
し
て
い
た
。
中
国
は
こ
れ
に
よ
り
、
中
朝
関
係
の
改
善
を
誇
一
不
で
き
、
軍
事
停
戦
に
関
す
る
討
議
に
発
言
力
を
回

復
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
の
直
前
、
中
朝
友
好
協
力
相
互
援
助
条
約
調
印
一

O
周
年
を
記
念
し
て
李
先
念
国
務

院
副
総
理
、
李
徳
生
中
国
人
民
解
放
軍
総
政
治
局
主
任
を
代
表
す
る
党
政
代
表
団
が
訪
朝
し
た
が
、
そ
こ
に
新
た
に
中
国
人
民
志
願

（日）

軍
代
表
団
代
表
に
任
じ
ら
れ
た
何
渠
若
も
姿
を
現
し
た
。
何
渠
若
は
ま
た
、
朝
鮮
人
民
軍
側
首
席
代
表
の
韓
澄
玉
少
将
の
所
属
部
隊

（口）

の
集
会
に
も
出
席
し
、
そ
の
前
年
の
周
思
来
訪
朝
の
際
に
確
認
さ
れ
た
中
朝
間
の
「
戦
闘
的
友
誼
」
を
一
継
い
上
げ
た
。

ニ
ク
ソ
ン
が
一
九
七
一
年
の
外
交
教
書
で
、
「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
を
対
中
関
係
の
改
善
と
い
う
大
国
間
関
係
に
位
置
づ

け
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
に
前
後
し
て
、
中
国
人
民
志
願
軍
代
表
団
が
復
帰
す
る
こ
と
で
軍
事
停
戦
体
制
が

常
態
を
回
復
し
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
っ
た
。
ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
国
連
軍
側
首
席
代
表
を
韓
国
軍
将
校
に
交
替
す
る
提
案
を
行
っ
た
と

き
、
「
対
話
は
本
質
的
に
政
治
会
談
に
発
展
し
、
南
北
間
接
触
の
性
格
に
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
軍
事
停
戦
協

定
第
六
条
第
六

O
項
が
求
め
た
「
朝
鮮
問
題
の
平
和
的
解
決
を
保
障
」
す
る
た
め
の
「
一
層
高
級
な
政
治
会
談
」
と
し
て
、
一
九
五

四
年
に
ジ
ユ
ネ
l
ヴ
会
議
が
聞
か
れ
た
よ
う
に
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
「
政
治
会
談
」
の
語
に
、
南
北
間
で
軍
事
的
信
頼
醸
成
措
置
を
と
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り
つ
つ
、
そ
れ
を
平
和
協
定
に
転
換
す
る
可
能
性
を
含
め
、
米
中
両
国
を
含
む
多
国
間
協
議
で
議
論
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
ロ
ジ
ャ
l
ズ
は
後
に
、
軍
事
停
戦
委
員
会
を
「
政
治
家
と
外
交
官
が
国
際
レ
ヴ
ェ
ル
で
集
ま
り
、
問

（四）

題
解
決
を
図
る
機
会
を
提
供
す
る
場
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
ジ
ャ
l
ズ
の
提
案
が
非
公
式
と
は
い
え
、
そ
れ
ま
で
米
韓
間
の
緊
密
な
協
議
の
上
に
な
さ
れ
た
記
録
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

（日）

金
鍾
泌
国
務
総
理
は
「
慎
重
に
検
討
す
る
時
が
き
て
い
る
」
と
発
言
し
、
慎
重
な
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
当
時
の
韓
国
は
国
連
加

盟
国
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
軍
事
停
戦
協
定
は
「
国
連
軍
側
軍
事
停
戦
委
員
会
委
員
五
名
は
国
連
軍
司
令
官
が
任
命
す
る
」
（
軍

事
停
戦
協
定
第
二
条
B
第
二
O
項
）
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
韓
国
軍
将
校
が
国
連
軍
側
首
席
代
表
を
務
め
る
こ
と
に
法
的
問
題
は
な
か

っ
た
。
軍
事
停
戦
委
員
会
で
韓
国
軍
代
表
を
務
め
て
い
た
梁
海
卿
提
督
も
、
国
連
軍
司
令
官
が
共
産
側
に
通
告
さ
え
す
れ
ば
、
韓
国

（却）

軍
将
校
が
国
連
軍
側
首
席
代
表
を
担
う
こ
と
に
「
手
続
き
上
の
問
題
は
な
い
」
と
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
に
つ

（幻）

い
て
国
防
部
が
用
意
し
た
想
定
問
答
集
を
み
て
も
、
韓
国
軍
将
校
が
軍
事
停
戦
委
員
会
の
国
連
軍
側
首
席
代
表
を
務
め
る
こ
と
は
望

ま
し
い
と
さ
れ
、
そ
れ
は
北
朝
鮮
が
米
朝
平
和
協
定
の
締
結
を
主
張
す
る
根
拠
を
剥
奪
し
、
南
北
間
の
平
和
を
保
障
す
る
制
度
的
装

置
に
な
り
う
る
と
も
記
さ
れ
て
い
た
。
軍
事
停
戦
以
来
、
北
朝
鮮
は
南
北
平
和
協
定
を
主
張
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
米
国
と
の
平

和
協
定
を
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
国
防
部
は
朝
鮮
人
民
軍
と
米
軍
が
対
話
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
る
軍
事
停
戦
委
員

会
の
形
態
が
、
米
朝
平
和
協
定
を
北
朝
鮮
が
提
起
す
る
温
床
と
な
り
う
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
防
部
が
懸
念
し
た
の
は
、
軍
事
停
戦
協
定
に
署
名
し
な
か
っ
た
韓
国
軍
将
校
が
国
連
軍
側
首
席
代
表

に
な
る
こ
と
を
共
産
側
が
容
認
せ
ず
、
そ
れ
を
強
行
す
れ
ば
、
共
産
側
は
軍
事
停
戦
委
員
会
へ
の
出
席
を
拒
絶
す
る
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
、
朝
鮮
人
民
軍
側
首
席
代
表
の
韓
澄
玉
少
将
は
、
「
国
連
軍
だ
け
が
軍
事
停
戦
協
定
の
守
護
者
」
で
あ
る

（

n）
 

と
強
調
し
、
ロ
ジ
ャ

1
ズ
の
提
案
を
「
断
固
拒
否
」
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
想
定
問
答
集
は
、
北
朝
鮮
が
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案

を
在
韓
米
軍
撤
収
の
兆
候
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
、
「
武
力
赤
化
統
一
政
策
」
を
追
求
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
こ
の
提
案
を
受

380 
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け
入
れ
る
か
は
、
中
国
の
国
連
加
盟
問
題
の
帰
趨
を
み
る
と
記
し
て
い
た
。
中
国
が
国
連
加
盟
を
果
た
せ
ば
、
中
国
人
民
志
願
軍
代

表
団
が
軍
事
停
戦
委
員
会
に
復
帰
し
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
そ
こ
で
朝
鮮
人
民
軍
が
主
張
す
る
在
韓
米
軍
の
撤
退
、
国
連
軍
司
令
部

の
解
体
の
必
要
性
を
代
弁
す
る
と
懸
念
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
ヶ
月
前
、

N
S
D
M
’
必
に
従
っ
て
、
第
七
歩
兵
師

団
の
撤
収
に
続
き
、
第
二
歩
兵
師
団
の
再
配
置
が
強
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
韓
国
の
合
同
参
謀
本
部
は
、
そ
れ
に
は
韓
国
軍
現

代
化
計
画
が
達
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ポ
l
タ
l
は
こ
れ
に
同
調
す
る
朴
正
照
を
含
め
韓
国
側
の
対
応
に
不
満
を

（お）

隠
さ
な
か
っ
た
。
一
九
七
一
年
三
月
、
米
国
は
韓
国
の
抵
抗
を
抑
え
て
第
二
歩
兵
師
団
の
再
配
置
を
強
行
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
経

緯
を
も
っ
以
上
、
韓
国
が
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
を
在
韓
米
軍
の
追
加
削
減
の
予
兆
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

結
局
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ロ
ジ
ャ

i
ズ
が
任
期
満
了
に
伴
い
離
韓
す
る
と
と
も
に
、
後
任
の

（

M
）
 

フ
ォ
ー
レ
ィ
（
司

5
5宮
口
・
司
。
宮
司
）
海
軍
少
将
が
引
き
続
き
国
連
軍
側
首
席
代
表
と
し
て
そ
の
任
期
を
務
め
る
と
発
表
し
た
。
し

か
し
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
提
案
が
残
し
た
意
義
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
。
軍
事
停
戦
委
員
会
が
中
国
人
民
志
願
軍
代
表
団
の
参

（お）

加
を
得
て
実
質
的
な
討
議
が
行
わ
れ
た
の
は
、
第
コ
二
九
次
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
談
（
一
九
七
一
年
七
月
二
九
日
）
で
あ
っ
た
が
、

共
産
側
は
ロ
ジ
ャ

l
ズ
が
提
案
し
た
非
武
装
地
帯
の
平
和
維
持
に
関
す
る
提
案
に
対
抗
し
て
、
①
在
韓
米
軍
撤
収
、
②
朝
鮮
半
島
へ

の
新
型
兵
器
の
搬
入
の
中
止
、
③
朝
鮮
半
島
に
導
入
さ
れ
た
各
種
兵
器
の
搬
出
、
④
武
力
挑
発
と
侵
略
行
為
の
中
止
、
⑤
非
武
装
地

帯
内
の
軍
事
施
設
の
撤
収
・
破
壊
、
⑥
共
同
警
備
区
域
内
の
秩
序
維
持
、
⑦
南
北
民
間
人
の
越
境
、
自
由
往
来
の
許
容
の
七
項
目
を

（部）

提
案
し
た
。
そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
、
在
韓
米
軍
撤
収
な
ど
の
原
則
的
な
主
張
も
あ
っ
た
が
、
南
北
民
間
人
の
越
境
、
自
由
往
来
の

許
容
は
ロ
ジ
ャ

l
ズ
が
行
っ
た
四
項
目
提
案
と
重
複
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
南
北
間
で
と
ら
れ
る
措
置
で
あ
る
だ
け
に
、
軍
事
停
戦

に
お
け
る
韓
国
軍
の
責
任
と
役
割
の
増
大
を
前
提
と
す
る
。
中
国
人
民
志
願
軍
代
表
団
が
復
帰
し
た
後
の
軍
事
停
戦
委
員
会
で
共
産

側
が
こ
の
よ
う
な
提
案
を
行
う
中
、
そ
れ
と
接
点
を
も
っ
べ
く
軍
事
停
戦
体
制
を
南
北
聞
に
「
局
地
化
」
し
、
そ
れ
を
米
中
両
国
が

「
大
国
間
の
協
調
」
で
支
え
る
こ
と
は
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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382 

「
力
の
真
空
状
態
」
と
多
国
間
関
係
｜
｜
南
北
赤
十
字
会
談
の
二
つ
の
側
面
I
l
l－

朴
正
照
は
第
七
代
大
統
領
選
挙
に
当
選
し
、
金
大
中
の
「
四
大
国
保
障
論
」
を
一
旦
封
殺
し
た
が
、
「
三
選
」
を
既
成
事
実
化
し

た
朴
正
照
に
退
陣
を
求
め
る
運
動
は
選
挙
後
も
止
む
こ
と
は
な
く
、
朴
正
照
は
七
五
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
第
八
代
大
統
領
選
挙
へ

の
不
出
馬
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
朴
正
照
は
党
人
事
に
着
手
し
た
が
、
そ
こ
で
党
議
長
に
留
任
し
た
白
南
穏
に
加
え
、

吉
在
競
（
政
策
委
員
会
議
長
）
、
金
成
坤
（
中
央
委
員
会
委
員
長
）
、
金
振
晩
（
党
務
委
員
）
は
「
共
和
党
四
人
体
制
」
と
呼
ば
れ
、
そ

の
後
の
民
主
共
和
党
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
「
四
大
国
保
障
論
」
を
め
ぐ
る
論
争
も
必
ず
し
も
終
息
し
て
い
な
か
っ

た
。
一
九
七
一
年
六
月
二
日
、
米
中
和
解
の
気
運
、
中
国
国
連
加
盟
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
中
、
金
弘
壱
新
民
党
党
首
代
行
は
、

（幻）

超
党
的
安
保
機
構
の
創
設
を
提
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
朴
正
照
は
金
大
中
が
唱
え
た
大
国
に
よ
る
「
保
障
」
に
つ
い
て
は
慎
重
な
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら
も
、
米
中
和

解
の
趨
勢
を
不
可
逆
と
認
識
し
て
い
た
。
朴
正
照
は
早
く
も
大
統
領
就
任
演
説
で
、
「
平
和
志
向
の
新
し
い
国
際
潮
流
に
能
動
的
に

飛
び
込
み
、
そ
の
中
で
国
家
目
標
達
成
の
道
を
模
索
す
る
外
交
的
努
力
を
も
強
化
す
べ
き
時
期
に
入
っ
て
い
る
」
（
傍
点
は
引
用
者
）

と
述
べ
た
上
で
、
「
外
に
向
か
っ
て
は
平
和
を
追
求
し
、
内
で
は
自
由
、
民
主
の
理
念
と
制
度
を
よ
り
強
く
固
め
て
い
く
」
と
い
う

（却）

「
基
本
的
立
場
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
平
和
志
向
の
新
し
い
国
際
潮
流
」
が
米
中
和
解
を
指
す
な
ら
、
そ
こ
に
韓
国

が
「
能
動
的
に
飛
び
込
む
」
こ
と
は
、
米
中
和
解
の
気
運
に
抵
抗
す
る
の
で
は
な
く
、
同
調
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
韓

国
の
安
全
保
障
と
正
統
性
の
双
方
に
関
わ
る
問
題
を
苧
ん
で
い
た
。

朴
正
照
が
何
よ
り
も
懸
念
し
た
の
は
、
一
九
七
一
年
の
新
年
辞
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
七
歩
兵
師
団
の
撤
収
、
第
二
歩
兵
師
団
の

再
配
置
の
中
で
、
朝
鮮
半
島
に
「
力
の
真
空
状
態
」
が
生
じ
、
そ
れ
に
乗
じ
て
北
朝
鮮
が
対
南
工
作
を
活
発
化
さ
せ
、
ひ
い
て
は
対
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南
工
作
武
力
行
使
を
強
行
す
る
可
能
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
抑
止
す
る
上
で
米
韓
同
盟
は
必
須
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
動
揺
し
て
い
た

以
上
、
韓
国
は
自
主
国
防
を
主
張
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
態
勢
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
北
朝
鮮
と
の
緊
張
は
緩
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た

D

他
方
、
米
中
和
解
は
中
国
の
国
連
加
盟
の
可
能
性
を
伴
っ
て
い
た
。
国
連
総
会
で
北
朝
鮮
支
持
諸
国
が
提
出
す
る
決
議
案

へ
の
賛
成
票
が
増
加
す
る
中
、
そ
の
「
唯
一
合
法
性
」
の
根
拠
を
国
連
に
負
っ
て
い
た
韓
国
は
、
「
非
敵
性
共
産
圏
」
の
概
念
を
用

い
て
東
欧
諸
国
と
の
関
係
を
改
善
し
、
そ
れ
ら
の
国
々
が
そ
の
決
議
案
に
賛
成
票
を
投
じ
る
こ
と
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
。
朴
正
照

は
、
北
朝
鮮
が
国
連
総
会
で
の
朝
鮮
問
題
討
議
へ
の
参
加
を
求
め
て
い
た
現
実
を
認
識
し
、
す
で
に
北
朝
鮮
が
韓
国
と
共
に
朝
鮮
問

題
の
討
議
に
招
請
さ
れ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
加
え
、
中
国
が
国
連
加
盟
を
果
た
せ
ば
、
国
連
で
北
朝
鮮
の
主
張
を

代
弁
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
朴
正
照
が
そ
の
前
年
の
光
復
節
演
説
で
行
っ
た
「
善
意
の
競
争
」
提
案
は
、
米
韓
関
係
の

動
揺
に
よ
る
韓
国
の
安
全
保
障
上
の
懸
念
を
緩
和
し
、
国
連
に
お
け
る
正
統
性
の
危
機
を
北
朝
鮮
と
の
体
制
間
競
争
を
行
う
こ
と
で

抑
制
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
朴
正
照
は
そ
こ
で
、
「
南
北
聞
に
立
ち
は
だ
か
る
人
為
的
障
害
を
段
階
的
に
取
り
除
き
う
る
画

期
的
で
よ
り
現
実
的
な
方
案
を
提
示
す
る
用
意
」
を
表
明
す
る
と
同
時
に
、
北
朝
鮮
が
国
連
の
権
戚
と
権
能
を
受
諾
す
る
条
件
で
、

国
連
総
会
で
の
朝
鮮
問
題
討
議
に
北
朝
鮮
が
出
席
す
る
こ
と
に
「
反
対
し
な
い
」
と
の
意
思
を
表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
金
日
成
は
同
年
一
一
月
の
朝
鮮
労
働
党
第
五
回
大
会
で
改
め
て
「
南
朝
鮮
革
命
論
」
を
鼓
吹
し
つ
つ
、
「
善
意
の
競

（却）

争
」
提
案
を
「
徹
頭
徹
尾
偽
り
と
欺
臓
に
満
ち
た
政
治
謀
略
宣
伝
」
と
し
、
そ
れ
に
応
ず
る
兆
候
を
み
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
受
け
、
朴
正
照
は
対
米
不
信
を
深
め
な
が
ら
も
、
南
北
対
話
の
必
要
性
を
よ
り
強
く
認
識

し
た
は
ず
で
あ
る
。
朴
正
照
は
七
月
二

O
日
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
後
の
最
初
に
行
っ
た
演
説
で
、
「
六
月
戦
争
」
が
勃
発
し
た
中

（却）

東
を
例
に
挙
げ
、
国
際
社
会
の
大
勢
が
た
と
え
「
平
和
志
向
的
」
で
あ
っ
て
も
、
「
局
地
的
な
戦
乱
」
は
抑
止
で
き
な
い
と
述
べ
た
。

奇
し
く
も
同
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
、
金
東
酢
駐
米
大
使
が
ロ
ジ
ャ

l
ズ
（
巧
邑
E
B
司
・
問
。

m
o
g）
国
務
長
官
を
訪
ね
て
い
た
が
、

そ
こ
で
中
国
の
国
連
加
盟
問
題
に
つ
い
て
台
湾
の
議
席
の
維
持
等
の
従
来
の
立
場
を
伝
え
た
ロ
ジ
ャ

l
ズ
に
対
し
て
、
金
東
一
昨
は
牛

383 
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場
信
彦
駐
米
大
使
が
米
国
の
強
い
支
持
が
な
け
れ
ば
、
国
連
で
台
湾
の
議
席
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
語
っ
た
こ
と
を
挙

（

出

）

げ
て
反
駁
し
た
。
韓
国
は
い
ず
れ
中
国
が
国
連
加
盟
を
果
た
す
と
認
識
す
る
と
と
も
に
、
米
中
両
国
が
そ
の
相
互
関
係
を
維
持
す
る

た
め
に
朝
鮮
半
島
へ
の
軍
事
介
入
を
回
避
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
が
在
韓
米
軍
の
削
減
を
「
力
の
真
空
状
態
」
と
認
識
し
、

対
南
武
力
行
使
の
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
国
連
加
盟
後
の
中
国
が
韓
国
の
「
唯
一
合
法

性
」
の
根
拠
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
外
務
部
が
纏
め
た
報
告
は
、
中
国
は
国
連
加
盟
後
、
北
朝
鮮

の
た
め
に
活
発
な
外
交
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
予
測
し
、
そ
れ
が
在
韓
米
軍
の
撤
収
、

U
N
C
U
R
K
の
解
体
を
「
一
次
的
な
攻

（

担

）

撃
目
標
」
と
し
、
韓
国
に
お
け
る
国
連
の
権
能
が
大
き
な
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
記
し
て
い
た
。

以
上
の
背
景
を
考
え
る
と
き
、
金
日
成
が
一
九
七
一
年
八
月
六
日
、
「
南
朝
鮮
の
民
主
共
和
党
を
含
む
全
て
の
政
党
、
大
衆
団
体

お
よ
び
個
人
的
人
士
た
ち
と
い
つ
で
も
接
触
す
る
用
意
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
そ
れ
ま
で
主
張
し
て
い
た
「
南
朝
鮮
革
命
」
を
一

（お）

旦
留
保
し
た
と
き
、
韓
国
が
そ
れ
に
肯
定
的
に
対
応
し
た
の
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
の
直
前
、

レ
ア
l
ド
（
冨
巴
乱
口
問
・
宮
町
内
山
）
国
防
長
官
が
訪
韓
し
た
際
、
丁
来
赫
国
防
部
長
官
は
北
朝
鮮
と
の
緊
張
緩
和
の
必
要
性
を
認
識
し

（
山
崎
）

な
が
ら
も
、
そ
れ
は
七
五
年
か
ら
七
六
年
に
「
段
階
的
」
に
可
能
と
な
る
と
述
べ
た
と
い
う
が
、
朴
正
照
政
権
は
、
金
日
成
の
態
度

変
化
の
機
を
逃
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
金
銭
泌
は
八
月
七
日
の
国
会
本
会
議
で
、
「
北
韓
地
域
」
と
い
う
「
未
回
収
地
域
」
を
平

（お）

和
的
に
回
収
す
る
に
は
、
「
健
偏
集
団
の
健
首
」
と
い
え
ど
も
「
い
ず
れ
は
対
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
え
述
べ
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
朴
正
殿
が
い
う
よ
う
に
、
北
朝
鮮
が
米
中
関
係
改
善
に
乗
じ
て
、
「
力
の
真
空
状
態
」
が
生
じ
た
韓
国
に
武
力
行

使
を
行
う
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
と
同
盟
関
係
に
あ
る
中
ソ
両
国
に
そ
れ
を
制
御
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。
上
述
の
通
り
、
「
非
敵
性
共
産
圏
」
と
は
、
国
連
総
会
で
北
朝
鮮
支
持
諸
国
が
提
出
す
る
決
議
案
へ
の
賛
成
票
の
増
加
を
阻
止

す
べ
く
、
東
欧
諸
国
と
の
外
交
関
係
を
も
つ
た
め
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で
、
本
来
は
韓
国
の
正
統
性
に
関
わ
る
概
念
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
国
会
本
会
議
で
金
溶
植
外
務
部
長
官
は
、
「
今
後
、
ソ
連
や
中
共
が
対
北
健
支
援
を
中
止
し
、
韓
国
に
対
す
る
挑
発
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を
し
な
い
場
合
、
敵
対
関
係
は
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
答
弁
し
た
。
「
非
敵
性
共
産
圏
」
は
こ
こ
で
、
安
全
保
障

に
も
関
わ
る
概
念
に
転
化
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

一
九
七
一
年
八
月
二
一
日
、
崖
斗
善
大
韓
赤
十
字
社
総
裁
が
孫
成
弼
朝
鮮
赤
十
字
会
中
央
委
員
会
委
員
長
に
対
し
て
、
離
散
家
族

（部）

の
再
会
等
の
人
道
的
目
的
の
会
談
を
提
議
し
た
が
、
こ
れ
が
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ

（訂）

も
そ
も
、
南
北
赤
十
字
会
談
と
い
う
会
談
方
式
は
金
溶
植
が
提
起
し
た
と
い
う
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
統
一
問
題
だ
け
で

な
く
周
辺
諸
国
関
係
に
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
韓
赤
十
字
社
の
提
議
の
後
、
朴
正
照
に
上
げ
ら
れ
た
報
告

を
み
る
と
、
北
朝
鮮
が
「
赤
化
統
こ
の
焦
点
を
「
南
韓
内
の
政
治
的
混
乱
」
に
定
め
て
い
る
と
の
警
戒
を
示
し
た
上
で
、
南
北
赤

十
字
会
談
で
北
朝
鮮
を
「
現
実
的
な
対
話
の
対
象
」
と
し
て
認
め
、
「
最
大
限
に
譲
歩
」
し
て
北
朝
鮮
と
の
関
係
を
「
政
府
間
関
係
」

と
認
め
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
た
。
韓
国
は
北
朝
鮮
と
の
対
話
の
対
称
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
北
朝
鮮
の
「
赤
化
統
こ
の
試
み

を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
報
告
書
は
ま
た
、
板
門
店
で
南
北
赤
十
字
会
談
を
も
つ
こ
と
で
、
朴
正
照
が
「
善
意
の
競
争
」

提
案
で
「
反
対
し
な
い
」
と
し
た
国
連
総
会
へ
の
南
北
同
時
招
請
を
「
既
成
事
実
化
」
で
き
る
と
し
、
そ
こ
で
北
朝
鮮
に
対
し
、
朝

鮮
半
島
の
平
和
統
一
に
関
す
る
国
連
の
権
能
の
受
諾
を
迫
る
こ
と
を
建
議
し
て
い
た
。
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ニ
ク
ソ
ン

訪
中
公
告
が
中
国
の
国
連
加
盟
を
「
既
成
事
実
化
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
の
方
式
」
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
は
南
北
赤

十
字
会
談
を
進
め
る
こ
と
で
、
北
朝
鮮
の
脅
戚
を
相
対
化
し
つ
つ
、
国
連
で
の
み
統
一
問
題
が
議
論
さ
れ
る
構
図
を
変
え
、
「
争
点

（犯）

を
分
散
化
」
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
朴
正
照
が
こ
の
年
の
新
年
辞
で
述
べ
た
「
平
和
志
向
の
新
し
い
国
際
潮
流
」
に
「
能
動
的
に
飛

び
込
む
」
こ
と
は
、
米
国
が
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
で
中
国
と
の
和
解
を
望
み
つ
つ
、
中
国
の
国
連
加
盟
を
近
づ
け
た
よ
う
に
、
韓
国
が
北

朝
鮮
と
の
対
話
を
行
い
つ
つ
、
北
朝
鮮
を
国
連
総
会
に
招
請
す
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
奏
功
す
る
た
め
に
も
、
中
国
と
ソ
連
に
北
朝
鮮
の
対
南
武
力
行
使
を
抑
制
さ
せ
る
必
要
は
減
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
朴
正

照
は
光
復
節
演
説
で
、
「
政
治
体
制
や
理
念
に
拘
る
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
わ
れ
わ
れ
に
敵
対
行
為
を
と
ら
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（
却
）

な
い
国
々
」
と
「
全
て
の
分
野
で
相
互
の
連
帯
と
協
力
関
係
を
促
進
す
る
」
意
思
を
表
明
し
た
。
こ
れ
を
受
け
韓
国
外
務
部
は
、
非

（
却
）

公
式
に
ソ
連
と
の
接
触
を
試
み
た
。
米
国
も
ま
た
、
韓
国
の
中
ソ
両
国
へ
の
外
交
接
触
に
は
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
金
溶
植
と
金

東
一
昨
が
朴
正
照
の
書
簡
を
携
え
て
ロ
ジ
ャ

l
ズ
国
務
長
官
と
会
見
し
た
と
き
、
中
国
が
北
朝
鮮
の
「
好
戦
的
な
態
度
」
を
支
援
し
て

（位）

い
る
と
し
た
金
溶
植
に
対
し
て
、
ロ
ジ
ャ
l
ズ
は
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
で
そ
れ
を
伝
達
す
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
在
韓
米
大
使
館
に
は

（位）

韓
ソ
接
触
を
妨
げ
る
べ
き
で
は
な
い
と
伝
え
て
い
た
。
か
く
し
て
、
韓
国
は
そ
の
安
全
保
障
と
正
統
性
の
維
持
の
た
め
、
南
北
対
話

と
対
中
ソ
関
係
と
い
う
二
つ
の
回
路
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
金
大
中
の
「
四
大
国
保
障
論
」
を
想
起
さ
せ
る
が
、
朴

正
照
は
大
国
が
韓
国
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
朴
正
照
は
上
述
の
光
復
節
演
説
で
「
列
強
が

（
中
略
）
わ
れ
わ
れ
の
運
命
を
再
び
何
ら
か
の
駆
け
引
き
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
断
固
と
し
て
こ
れ
を
排
撃
し
ま
す
」
と

述
べ
、
大
国
間
の
「
保
障
」
が
大
国
間
の
「
管
理
」
に
な
る
こ
と
に
警
戒
を
緩
め
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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四

中
国
国
連
加
盟
と
平
和
体
制
の
国
際
管
理
案
｜
｜
国
連
の
権
能
の
剥
奪
と
そ
の
限
界
i
｜

「
朝
鮮
半
島
の
公
認
さ
れ
た
平
和
的
地

E
l
l－
「
ポ
l
口
E
」
で
の
討
議

ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
機
に
韓
国
で
政
策
転
換
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
き
、
米
国
は
来
る
べ
き
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
後
の
米
中
関
係
を

模
索
し
て
い
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
一
九
七
一
年
一

O
月
、
「
ポ
l
ロ
E
」
で
再
度
訪
中
し
、
周
恩
来
と
会
談
し
た
が
、
そ
こ
で

は
南
北
赤
十
字
会
談
の
開
催
を
受
け
、
米
中
両
国
が
朝
鮮
問
題
に
い
か
に
関
与
す
べ
き
か
に
議
論
が
集
中
し
た
。
し
か
も
、
キ
ッ
シ

ン
ジ
ャ
ー
が
周
恩
来
と
の
会
談
を
終
え
た
直
後
、
「
ア
ル
バ
ニ
ア
決
議
案
」
が
通
過
す
る
形
で
、
中
国
の
国
連
加
盟
が
実
現
し
た
。

（

M
M）
 

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
も
周
恩
来
も
、
こ
の
年
の
国
連
総
会
で
国
連
加
盟
が
実
現
す
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
双
方
は
中
国
の
国

際
社
会
へ
の
参
両
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
朝
鮮
半
島
で
の
戦
争
再
発
防
止
の
た
め
に
協
調
す
る
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
。

（ー）



キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
周
恩
来
に
対
し
、
「
朝
鮮
半
島
の
安
定
や
、
戦
争
の
危
険
を
防
ぐ
こ
と
、
そ
し
て
他
の
勢
力
が
こ
の
地
域
に

向
け
て
膨
張
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
に
つ
い
て
、
米
中
間
で
「
利
害
は
一
致
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
上
で
、

「
朝
鮮
半
島
に
よ
り
永
続
的
な
法
的
地
位
を
築
く
こ
と
で
は
、
中
国
と
協
力
す
る
こ
と
に
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
」
（
傍
点
は
引
用

者
）
と
し
、
「
朝
鮮
半
島
の
公
認
さ
れ
た
平
和
的
地
位
」
を
望
む
旨
述
べ
た
。
「
他
の
勢
力
」
が
ソ
連
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
す
れ
ば
、
米
中
両
国
は
軍
事
停
戦
協
定
に
署
名
し
な
か
っ
た
ソ
連
の
発
言
力
を
排
除
し
つ
つ
朝
鮮

問
題
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
朝
鮮
半
島
で
の
平
和
体
制
樹
立
に
は
南
北
間
の
相
互
不
可
侵
が
前
提
と
な

る
。
周
思
来
は
「
南
朝
鮮
は
い
つ
で
も
国
境
（
ぎ

E
2）
を
越
え
て
膨
張
で
き
」
る
と
述
べ
、
米
国
の
韓
国
に
対
す
る
制
御
能
力
を

問
題
に
し
た
が
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
「
米
軍
が
韓
国
に
駐
留
し
て
い
る
限
り
」
、
米
国
は
韓
国
に
よ
る
「
既
存
の
境
界
線
を
越
え

よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
に
も
協
力
し
な
い
」
こ
と
を
保
証
し
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
米
国
が
韓
国
の
武
力
行
使
を
制
御
す
る

こ
と
を
約
す
る
こ
と
で
、
中
国
も
北
朝
鮮
の
武
力
行
使
を
制
御
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
キ
ッ
シ

ン
ジ
ャ
ー
は
、
上
述
の
ロ
ジ
ャ

l
ズ
少
将
と
同
様
に
、
米
中
両
国
が
平
和
体
制
樹
立
を
共
同
で
管
理
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
こ
と
に

な
る
。

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
提
案
に
周
恩
来
が
言
質
を
与
え
た
記
録
は
な
い
。
周
思
来
は
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
提
案
に
も
直
接
返
答
せ
ず
、

国
連
軍
司
令
部
に
も
言
及
し
な
か
っ
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
周
思
来
の
議
論
が
収
赦
し
た
の
は
、
む
し
ろ

U
N
C
U
R
K
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。

U
N
C
U
R
K解
体
を
主
張
す
る
周
恩
来
に
対
し
て
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
ニ
ク
ソ
ン
政
権
内
で

U
N
C
U
R
K
に

関
す
る
研
究
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
つ
つ
、
中
国
側
の
見
解
を
「
考
慮
に
入
れ
て
お
き
た
い
と
努
め
て
き
ま
し
た
」
と
述

べ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
周
恩
来
は
、
国
連
総
会
で
の
朝
鮮
問
題
討
議
に
言
及
し
、
中
国
は
「
加
盟
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
も
ち

ろ
ん
出
席
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
述
べ
た
上
で
、

U
N
C
U
R
K
を
批
判
し
て
い
た
。
翻
れ
ば
、
中
国
が
国
連
加
盟
を
果
た
し
た
と
き
、
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中
国
が
国
連
総
会
で
北
朝
鮮
の
利
害
を
代
表
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
当
面
U
N
C
U
R
K
の
解
体
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
周
恩
来
が
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
提
案
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
中
国
人
民
志
願
軍

代
表
団
の
軍
事
停
戦
委
員
会
復
帰
に
道
を
開
い
た
周
思
来
が
、
平
和
体
制
樹
立
へ
の
中
国
の
関
与
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
っ
た
。
実
際
、
周
思
来
は
「
ポ
l
ロ
I
」
で
訪
中
し
た
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
、
朝
鮮
半
島
に
は
「
今
に
至
る
ま
で
休
戦

（
停
戦
）
協
定
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
（
括
弧
内
は
引
用
者
）
と
述
べ
て
平
和
協
定
の
必
要
性
を
示
唆
し
、
「
今
は
軍
事
境
界
線
で
毎
週
中

国
は
会
談
に
出
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
、
中
国
人
民
志
願
軍
が
そ
の
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
ま
た
、
周
恩
来
は
そ

こ
で
、
一
九
五
四
年
の
ジ
ユ
ネ
l
ヴ
会
議
に
つ
い
て
、
軍
事
停
戦
協
定
に
代
わ
る
平
和
協
定
が
「
結
ぼ
れ
る
は
ず
で
し
た
」
と
振
り

（

叫

）

返
っ
た
後
、
「
私
が
要
求
し
た
こ
と
は
、
た
だ
会
議
を
続
け
る
こ
と
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
い
う
よ
う
に
、

米
国
が
平
和
体
制
樹
立
で
中
国
の
協
力
を
必
要
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
南
北
間
の
平
和
協
定
に
米
国
、
中
国
が
関
与
す
る
多
国
間
協

議
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
少
将
の
提
案
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
米
中
両
国
が
平
和
体
制
樹
立
を
主
導
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
韓
国
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
か
っ
た

D

平
和
体
制
樹
立
に
つ
い
て
は
韓
国
と
北
朝
鮮
が
主

た
る
当
事
者
と
な
り
、
米
中
両
国
を
含
む
多
国
間
協
議
の
開
催
に
合
意
す
る
な
ど
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
米
中
両
国
の
関
与
が
明

確
に
な
る
ま
で
、
国
連
軍
司
令
部
を
温
存
す
る
こ
と
が
米
中
双
方
の
利
害
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。
米
国
家
安
全
保
障
会
議
も
ま
た
、

中
国
が
軍
事
停
戦
に
関
す
る
問
題
の
全
般
的
解
決
（
。

2
5口
お
S
O
S
8
5
な
く
し
て
、
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
を
望
む
こ
と
は
な

（

必

）

い
と
判
断
し
て
い
た
。
金
日
成
は
「
ポ

1
ロ
E
」
の
直
前
、
「
何
よ
り
も
ま
ず
米
帝
国
主
義
者
が
わ
が
国
に
対
す
る
侵
略
政
策
を
放

（

必

）

棄
し
、
『
国
連
軍
』
の
看
板
を
掲
げ
て
南
朝
鮮
に
引
き
入
れ
た
そ
の
侵
略
軍
を
撤
収
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
傍
点
は
引
用
者
）

と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
米
中
両
国
は
、
早
急
に
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
を
求
め
る
北
朝
鮮
の
要
求
を
黙
殺
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
ポ
l
ロ
E
」
本
来
の
目
的
で
あ
る
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
と
呼
ば
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
起
草
作
業
に
も
明
ら
か

で
あ
っ
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
纏
め
た
米
国
側
の
第
一
次
草
案
は
、
米
中
間
の
共
通
の
理
解
を
列
挙
し
た
も
の
で
、

（

幻

）

（

川

崎

）

朝
鮮
問
題
に
は
言
及
は
な
か
っ
た
が
、
周
思
来
が
毛
沢
東
の
指
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
毛
沢
東
は
「
双
方
が
い
い
合
う
の
が
よ
い
」
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と
指
示
し
た
と
い
う
。
こ
れ
以
降
、
米
中
双
方
は
認
識
の
一
致
を
求
め
る
よ
り
も
、
両
論
併
記
を
念
頭
に
置
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
起
草

作
業
を
進
め
た
。
そ
れ
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
中
間
で
当
初
、
ほ
ほ
共
通
の
理
解
が
得
ら
れ
た
の
が
、
平
和
体
制
樹
立
問
題
で
あ
っ
た
。

中
国
側
が
提
出
し
た
第
一
次
草
案
は
、
「
双
方
は
朝
鮮
戦
争
軍
事
停
戦
協
定
か
ら
既
に
一
八
年
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝

（必）

鮮
半
島
問
題
は
未
解
決
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
」
と
し
、
こ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
米
国
の
第
二
次
草
案
は
、
「
一
九
五
三
年

の
軍
事
停
戦
協
定
を
正
式
に
敵
対
関
係
を
終
結
さ
せ
る
取
り
決
め
に
置
き
換
え
る
点
に
つ
い
て
関
係
当
事
者
（
複
数
）
と
協
議
す
る

（印）

こ
と
に
合
意
し
た
」
（
括
弧
内
は
引
用
者
）
と
し
た
。
そ
の
問
、
「
中
国
と
の
協
力
」
の
上
で
平
和
体
制
樹
立
を
求
め
た
キ
ッ
シ
ン
ジ

ャ
ー
に
対
し
、
周
恩
来
は
異
を
唱
え
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
軍
事
停
戦
協
定
へ
の
中
国
の
関
与
を
強
調
し
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
会
議
と
同

様
の
多
国
間
協
議
を
示
唆
し
た
こ
と
を
想
起
し
て
み
て
も
、
周
思
来
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
南
北
間
の
平
和
体
制
に
米
中
両
国
が

関
与
す
る
と
い
う
形
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。
確
か
に
、
米
国
側
が
中
国
側
の
第
二
次
草
案
か
ら
平
和
体
制
に
関
す
る
文
言
を
削
除
し
た

（日）

た
め
、
双
方
は
第
三
次
草
案
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
米
国
側
が
そ
の
第
二
次
草

案
に
記
さ
れ
た
「
米
国
と
韓
国
と
の
関
係
は
、
双
方
の
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
形
成
さ
せ
、
現
在
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
尊
重
さ
せ

る
」
と
の
文
言
を
生
か
す
こ
と
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
双
方
の
草
案
か
ら
軍
事
停
戦
に
関
す
る
文
言
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
米
中
間
に
埋
め
が
た
い
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
と
関
連
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、
一
連
の
草
案
起
草
作
業
の
な
か
で
、
中
国
側
が
草
案
に
盛
り
込
ん
だ
「
中
国
側
は
朝
鮮
民
主

主
義
人
民
共
和
国
が
一
九
七
一
年
四
月
一
二
日
に
提
出
し
た
朝
鮮
半
島
の
平
和
的
統
一
の
た
め
の
八
項
目
提
案
お
よ
び
、
国
連
韓
国

統
一
復
興
委
員
会
の
廃
止
を
求
め
る
同
政
府
の
立
場
を
断
固
支
持
す
る
」
と
の
文
言
に
つ
い
て
変
更
は
な
く
、
米
国
も
削
除
を
求
め

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
朝
鮮
半
島
の
平
和
的
統
一
の
た
め
の
八
項
目
提
案
」
と
は
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
以
前
に

最
高
人
民
会
議
第
四
期
第
五
回
会
議
が
採
択
し
た
「
南
朝
鮮
同
胞
兄
弟
姉
妹
と
諸
政
党
、
社
会
団
体
人
士
に
送
る
朝
鮮
民
主
主
義
人

民
共
和
国
最
高
人
民
会
議
ア
ピ
ー
ル
」
（
以
下
、
「
平
和
統
一
八
項
目
提
案
」
と
略
記
）
を
指
し
、
そ
こ
に
は
政
治
協
商
会
議
の
開
催
な
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（臼）

ど
、
対
南
関
係
に
関
す
る
提
案
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
平
和
統
一
八
項
目
提
案
」
と
は
別
に
、
金
一
第
一
副
首
相

が
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
直
後
に
訪
中
し
た
際
、
八
項
目
提
案
（
以
下
、
「
金
一
八
項
目
提
案
」
と
略
記
）
を
周
恩
来
に
伝
え
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
「
金
一
八
項
目
提
案
」
は
、
そ
れ
以
降
の
対
米
交
渉
で
中
国
が
伝
え
る
べ
き
北
朝
鮮
の
利
益
を
列
挙

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
U
N
C
U
R
K
解
体
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
（
第
六
項
目
）
、
そ
の
筆
頭
に
「
米
国
と
一
体
化
し

た
国
連
軍
の
旗
の
下
の
一
切
の
外
国
軍
隊
は
必
ず
南
朝
鮮
か
ら
撤
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
項
目
が
挙
げ
ら
れ
、
ニ
ク
ソ
ン

訪
中
で
国
連
軍
司
令
部
解
体
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
韓
国
に
対
す
る
米
国
の
軍
事
コ
ミ
ッ
ト

（回）

メ
ン
ト
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
即
座
に
拒
絶
し
た
が
、
周
恩
来
も
ま
た
、
「
金
一
八
項
目
提
案
」
を
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に

伝
達
し
な
が
ら
、
草
案
に
は
国
連
軍
司
令
部
に
言
及
せ
ず
、
「
金
一
八
項
目
提
案
」
の
中
か
ら
U
N
C
U
R
K
解
体
の
主
張
の
み
を

選
択
的
に
盛
り
込
む
形
と
な
っ
て
い
た
。
中
国
も
ま
た
、
南
北
赤
十
字
会
談
が
進
行
し
て
い
る
背
景
か
ら
、
北
朝
鮮
の
対
米
提
議
で

あ
る
「
金
一
八
項
目
提
案
」
よ
り
も
、
対
南
提
議
で
あ
る
「
平
和
統
一
八
項
目
提
案
」
を
支
持
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
周
恩
来
は
、
南
北
対
話
を
撹
乱
す
る
北
朝
鮮
の
試
み
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
こ
こ
で
周
恩
来
に
対
し
、
一
九
七
一
年
一
月
に
北
朝
鮮
が
「
ル
ー
マ
ニ
ア
副
大
統
領
を

通
じ
て
」
米
国
に
接
触
を
求
め
て
き
た
事
実
を
知
ら
せ
て
い
た
が
、
南
北
間
の
不
可
侵
を
前
提
に
平
和
体
制
樹
立
を
議
論
し
て
い
た

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
周
思
来
が
、
こ
れ
を
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
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さ
ら
に
、
「
ポ
l
ロ
E
」
の
終
了
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
中
国
の
国
連
加
盟
も
実
現
し
た
。
『
労
働
新
聞
」
は
中
国
の
国
連
加

（民）

盟
に
際
し
て
、
「
中
国
人
民
と
世
界
人
民
の
偉
大
な
る
勝
利
」
と
す
る
社
説
を
掲
げ
、
賛
辞
を
送
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
『
人
民

日
報
』
が
こ
の
と
き
、
「
歴
史
の
流
れ
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
題
す
る
社
説
を
掲
げ
、
「
各
国
人
民
が
中
国
人
民
と
の
友
好

（日）

を
求
め
る
こ
と
は
大
勢
の
赴
く
と
こ
ろ
」
と
主
張
し
た
が
、
奇
し
く
も
そ
れ
は
『
労
働
新
聞
」
が
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
「
ニ
ク
ソ

（回）

ン
白
旗
論
」
で
正
当
化
し
た
社
説
と
同
一
の
題
目
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
後
、
「
金
一
八
項
目
提
案
」
に
み
ら
れ
る
よ
う



に
、
北
朝
鮮
は
中
国
が
そ
の
利
害
を
米
国
に
伝
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
『
労
働
新
聞
』
の
社
説
に
は
す
で
に
そ
の
意
思
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
中
国
の
国
連
加
盟
に
際
し
て
、
『
人
民
日
報
』
が
そ
れ
と
同
一

の
題
目
の
社
説
を
掲
げ
た
こ
と
で
、
北
朝
鮮
は
中
国
が
国
連
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
利
益
を
代
弁
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
に
違
い
な

い
。
し
か
し
、
中
国
は
「
ポ
l
ロ
E
」
で
の
討
議
を
通
じ
て
、
国
連
で
当
面
代
弁
す
べ
き
北
朝
鮮
の
利
益
が
「
平
和
統
一
八
項
目
提

案
」
の
内
容
と
U
N
C
U
R
K
の
解
体
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。
実
際
、
喬
冠
華
外
交
部
副
部
長
が
国
連
代
表
団
団
長

と
し
て
国
連
総
会
で
行
っ
た
処
女
演
説
で
は
、
国
連
の
朝
鮮
問
題
に
関
す
る
「
不
法
な
決
議
」
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
「
固
い
支
持
」

を
表
し
な
が
ら
も
、
「
ポ
l
ロ
E
」
で
の
討
議
に
忠
実
に
、
「
平
和
統
一
八
項
目
提
案
」
と

U
N
C
U
R
K解
体
を
支
持
す
る
内
容
に

（町）

な
っ
て
お
り
、
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
に
つ
い
て
は
直
接
の
言
及
を
避
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

（二）

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
和
平
と
北
朝
鮮
｜
｜
朴
成
哲
ハ
ノ
イ
訪
問

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
周
恩
来
が
朝
鮮
半
島
の
平
和
体
制
を
共
同
で
保
障
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
す
中
、
当
事
者
が
そ
れ

を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
は
改
め
て
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韓
国
が
中
ソ
両
国
を
含
む
多
国
間
関
係
で
そ
の
安
全
保

障
を
捉
え
始
め
な
が
ら
、
朴
正
照
が
大
国
間
の
「
保
障
」
が
大
国
間
の
「
管
理
」
に
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
率
直
に
語
っ
て
い
た
こ

と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
北
朝
鮮
の
認
識
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
五
四
年
の
ジ

ユ
ネ
i
ヴ
会
議
決
裂
後
も
、
在
韓
米
軍
の
撤
収
の
た
め
に
軍
事
停
戦
協
定
の
南
北
聞
の
平
和
協
定
へ
の
転
換
を
「
極
東
平
和
会
議
」

な
ど
の
多
国
間
協
議
で
討
議
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
の
は
北
朝
鮮
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
六

0
年
代
後
半
、

北
朝
鮮
が
「
南
朝
鮮
革
命
」
に
傾
斜
す
る
過
程
で
多
国
間
協
議
提
案
は
徐
々
に
後
退
し
て
い
っ
た
が
、
米
中
接
近
を
受
け
南
北
赤
十

字
会
談
に
応
じ
る
中
、
北
朝
鮮
が
多
国
間
関
係
の
中
で
そ
の
安
全
保
障
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
か
は
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

平
和
体
制
を
大
国
が
保
障
す
る
問
題
で
、
ま
ず
想
起
す
べ
き
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
和
平
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
パ
リ
拡
大
和
平
会
談
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は
、
米
国
側
に
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
府
代
表
が
入
り
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
府
側
に
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
共
和
臨
時
草
命
政
府
代
表
が
入
る
と

い
う
変
則
的
な
「
四
者
会
談
」
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
が
、
多
国
間
協
議
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
主
軸
が
ブ
ル
ー
ス

（
口
当
広
間
・
開
・
回

2
8）
と
北
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
府
代
表
の
ス
ア
ン
・
ト
イ
と
の
聞
の
二
国
間
協
議
に
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。

な
お
、
ニ
ク
ソ
ン
は
一
九
六
九
年
八
月
以
降
、
パ
リ
拡
大
和
平
会
談
の
惨
着
状
態
を
打
開
す
る
た
め
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
北
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
と
の
二
国
間
の
秘
密
交
渉
を
任
せ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
ニ
ク
ソ
ン
の
訪
中
公
告
を
前
後
し
て
、
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い

た
。
そ
れ
ま
で
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
、
米
軍
お
よ
び
連
合
国
軍
の
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
か
ら
の
撤
収
と
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
か
ら
の
北
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
軍
の
相
互
撤
収
を
要
求
し
て
い
た
が
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
一
九
七
一
年
五
月
ゴ
二
日
の
秘
密
会
談
で
提
出
し
た
「
七
項
目
提

案
」
で
、
相
互
撤
収
を
あ
え
て
要
求
し
な
か
っ
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
認
め
て
い
る
通
り
、
そ
の
提
案
の
目
的
は
、
米
軍
の
南
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
か
ら
の
一
方
的
な
撤
退
が
進
ん
で
い
る
状
況
で
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
軍
に
も
撤
収
を
求
め
る
と
い
う
状
況
か
ら
脱
す
る
と
こ

（回）

ろ
に
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
チ
ュ

l
政
権
か
ら
も
了
解
を
得
て
い
た
。

ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
直
前
の
七
月
一
日
、
パ
リ
拡
大
和
平
会
談
で
グ
エ
ン
・
チ
・
ビ
ン
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
共
和
臨
時
革
命
政
府
代
表

（
外
相
）
が
提
出
し
た
「
七
項
目
提
案
」
は
、
明
ら
か
に
秘
密
交
渉
で
の
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
「
七
項
目
提
案
」
に
対
応
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
グ
エ
ン
・
チ
・
ビ
ン
は
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
「
七
項
目
提
案
」
が
相
互
撤
兵
の
要
求
を
取
り
下
げ
た
こ
と
を
受
け
、

そ
れ
ま
で
の
秘
密
交
渉
で
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
労
働
党
特
別
顧
問
の
レ
・
ド
ク
・
ト
が
提
出
し
た
案
を
再
構
成
し
つ
つ
、
米
国
に
捕
虜
返
還

と
米
軍
撤
収
を
互
い
に
条
件
関
係
に
す
る
こ
と
で
（
第
一
項
目
）
、
そ
の
取
引
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
。
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さ
ら
に
グ
エ
ン
・
チ
・
ビ
ン
の
「
七
項
目
提
案
」
は
、
軍
事
問
題
を
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
政
治
体
制
に
関
す
る
政
治
問
題
と
分
離
し
、

広
範
な
民
族
和
解
政
府
の
構
成
（
第
二
項
目
）
、
「
政
治
的
理
由
に
よ
っ
て
補
え
ら
れ
た
人
々
」
の
釈
放
（
第
三
項
目
）
、
南
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
で
の
「
外
国
の
干
渉
」
の
な
い
全
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
総
選
挙
、
全
て
の
国
と
の
軍
事
同
盟
を
破
棄
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
（
第
三

（印）

項
目
）
。
グ
エ
ン
・
チ
・
ピ
ン
の
「
七
項
目
提
案
」
は
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
も
と
よ
り
中
国
か
ら
も
支
持
さ
れ
た
が
、
北
朝
鮮
も



米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

『
労
働
新
聞
」
の
社
説
を
通
じ
て
、
「
グ
エ
ン
・
バ
ン
・
チ
ュ

l
を
頭
目
と
す
る
サ
イ
ゴ
ン
健
偏
集
団
は
米
帝
の
徹
底
し
た
侵
略
の
道

具
で
あ
り
手
先
で
あ
り
、
南
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
民
を
代
表
で
き
な
い
一
握
り
に
も
満
た
な
い
民
族
反
逆
集
団
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ

こ
で
い
う
「
サ
イ
ゴ
ン
健
偏
集
団
」
は
朴
正
照
政
権
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
社
説
は
、
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
民
の
も
の
で
あ
り
、
南
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
は
南
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
民
自
身
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
強
調
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
「
南
朝
鮮
人
民
」
が
革
命
の
主
体
と
な
る
「
南
朝
鮮
革
命
論
」
を
念
頭
に
置
い
た
修
辞
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
こ
の
社
説
は
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
米
帝
の
侵
略
を
自
身
に
対
す
る
侵
略
と
看
倣
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
民
の
闘
争

を
自
身
の
闘
争
と
看
倣
す
朝
鮮
人
民
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
民
の
正
義
の
対
米
救
国
闘
争
を
積
極
的
に
支
持
、
声
援
す
る
こ
と
を
自
身

の
崇
高
な
反
帝
国
主
義
的
義
務
と
み
な
し
て
い
る
」
と
締
め
括
り
、
グ
エ
ン
・
チ
・
ビ
ン
の
「
七
項
目
提
案
」
に
全
幅
の
支
持
を
与

（的）

え
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
金
日
成
が
唱
え
て
い
た
「
南
朝
鮮
革
命
論
」
は
、
在
韓
米
軍
の
駐
留
が
朴
正
照
政
権
を
支
え
て
い
る
と
い

う
前
提
で
、
「
南
朝
鮮
人
民
」
に
米
軍
撤
収
の
た
め
に
朴
正
照
政
権
の
打
倒
を
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、
軍
事
問
題
と
政
治
問
題
を
分

離
し
て
、
政
治
問
題
を
民
族
内
部
で
解
決
す
る
枠
組
み
を
提
示
し
た
グ
エ
ン
・
チ
・
ビ
ン
の
「
七
項
目
提
案
」
は
、
北
朝
鮮
に
と
っ

て
も
「
南
朝
鮮
革
命
論
」
の
正
当
性
を
主
張
す
る
上
で
も
歓
迎
す
べ
き
内
容
と
な
っ
て
い
た
。

確
か
に
、
そ
の
直
後
の
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
北
朝
鮮
と
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
双
方
に
と
っ
て
は
中
国
の

「
背
信
行
為
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
対
応
は
北
朝
鮮
と
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
の
間
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
北
朝
鮮
は
「
南

朝
鮮
革
命
」
の
留
保
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
朴
正
照
政
権
と
の
対
話
を
模
索
し
た
の
に
対
し
て
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
中
国
が
ニ
ク
ソ
ン

を
迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
中
、
米
中
両
国
の
「
妥
協
」
に
よ
っ
て
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
解
放
の
機
会
を
失
う
こ
と
を
危
倶
し
、
後
に
「
イ

（臼）

l
ス
タ

l
攻
勢
」
と
呼
ば
れ
る
対
南
軍
事
攻
勢
を
決
定
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
朝
鮮
と
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
そ
の
後
も
強

い
紐
帯
を
維
持
し
て
い
た
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
「
ポ
l
ロ
E
」
終
了
後
の
一
一
月
初
旬
、
朴
成
哲
第
二
副
首
相
を
団
長
と
す
る
党

政
代
表
団
が
ハ
ノ
イ
を
訪
問
し
、
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ド
ン
首
相
ら
と
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
後
の
互
い
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
意
見
を
交
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わ
し
た
と
き
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
側
は
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
解
放
の
必
要
性
を
訴
え
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
こ
で
発
表
さ
れ
た
共
同
声
明

で
は
、
「
戦
闘
的
団
結
と
兄
弟
的
親
善
」
を
謡
っ
た
上
で
、
七
二
年
に
北
朝
鮮
が
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
軍
事
支
援
を
行
う
こ
と
が
約
束

（回）

さ
れ
て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
北
朝
鮮
が
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
同
様
の
対
南
武
力
行
使
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
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い
。
共
同
声
明
は
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
で
利
害
を
犠
牲
に
さ
れ
な
い
よ
う
牽
制
す
る
中
国
に
向
け
た
共
同
の
示
威
行
動
で
あ
っ
た
ろ
う
。

他
方
、
朴
成
哲
の
ハ
ノ
イ
訪
問
で
は
、
対
米
関
係
も
当
然
議
題
に
上
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
グ
エ
ン
・
チ
・
ピ
ン
の
「
七
項
目
提

案
」
の
後
、
一
九
七
一
年
一

O
月
八
日
に
行
わ
れ
た
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
大
統
領
選
挙
は
、
事
実
上
の
信
任
投
票
で
チ
ュ

l
の
再
任
で
終

わ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
パ
リ
拡
大
和
平
会
談
で
の
議
論
は
チ
ュ

1
政
権
の
存
続
に
関
す
る
政
治
問
題
に
収
赦
し
て
い
っ
た
。
秘

密
交
渉
に
日
を
転
じ
て
も
、
「
ポ

1
ロ
E
」
の
際
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
「
ポ
l
ロ
I
」
の
後
、
秘
密
裏

（制）

に
パ
リ
で
レ
・
ド
ク
・
ト
と
会
談
し
、
「
ポ
l
ロ
E
」
の
直
前
に
も
ス
ア
ン
・
ト
イ
と
も
接
触
し
て
い
た
。
一

O
月
一
一
日
、
キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー
は
「
八
項
目
提
案
」
を
提
示
し
た
が
、
そ
こ
で
は
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
総
選
挙
後
の
米
軍
撤
収
期
限
を
以
前
の
合
意
成

立
後
九
カ
月
か
ら
七
カ
月
に
短
縮
し
て
軍
事
問
題
で
譲
歩
を
示
す
と
と
も
に
、
最
終
和
平
協
定
か
ら
六
カ
月
以
内
の
大
統
領
選
挙
の

実
施
、
共
産
勢
力
を
含
め
た
全
て
の
政
治
勢
力
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
る
国
際
管
理
下
の
大
統
領
選
挙
の
実

（伺）

施
、
大
統
領
選
挙
一
カ
月
前
の
チ
ュ

l
大
統
領
の
辞
任
な
ど
、
政
治
問
題
に
つ
い
て
も
多
く
の
譲
歩
を
含
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
ニ
ク

（前）

ソ
ン
は
一
一
月
一
二
日
、
新
た
な
撤
退
計
画
を
発
表
し
た
が
、
そ
こ
に
も
相
互
撤
収
の
要
求
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
エ
ン
・
チ
・
ピ
ン
は
、
ニ
ク
ソ
ン
が
そ
こ
で
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
軍
の
訓
練
を
継
続
し
、
捕
虜
問
題
が
未

解
決
で
あ
る
聞
は
米
軍
が
残
存
す
る
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
「
七
項
目
提
案
」
に
「
真
面
目
に
応
え
る
こ
と

を
い
ま
な
お
拒
否
」
し
て
い
る
と
非
難
し
、
「
売
国
奴
グ
エ
ン
・
バ
ン
・
チ
ュ

l
を
頭
と
す
る
好
戦
的
な
健
偏
政
権
が
完
全
に
崩
壊

（前）

す
る
ま
で
闘
い
続
け
る
」
と
し
て
、
パ
リ
で
拡
大
和
平
交
渉
を
進
め
る
一
方
で
、
徹
底
抗
戦
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
北
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
労
働
党
政
治
局
も
ま
た
、
七
二
年
の
春
か
ら
夏
ま
で
に
米
国
が
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
よ
う
外
交
攻
勢
を
か
け



る
か
、
軍
事
攻
勢
に
よ
っ
て
戦
略
目
標
を
達
成
し
て
か
ら
外
交
攻
勢
を
行
う
か
を
見
極
め
る
た
め
、
あ
え
て
逆
提
案
を
行
わ
な
い
よ

（侃）

レ
・
ド
ク
・
ト
に
は
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
の
秘
密
交
渉
に
は
出
席
す
る
必
要
は
な
い
と
指
示
し
た
。

う
ス
ア
ン
・
ト
イ
に
指
示
し
、

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

こ
れ
以
降
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
「
イ
ー
ス
タ
ー
攻
勢
」
の
準
備
を
本
格
的
に
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
米
国
と
直
接
の
協
議
を
も
つ
こ
と
で
、
そ
の
軍
事
路
線
を
効
果
的
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

軍
事
停
戦
に
あ
る
北
朝
鮮
が
米
国
と
戦
闘
状
態
に
あ
る
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
同
様
の
軍
事
路
線
を
と
る
余
地
は
な
か
っ
た
が
、
北
朝
鮮

は
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
パ
リ
拡
大
和
平
会
談
で
米
国
と
直
接
の
協
議
を
も
ち
、
米
軍
撤
収
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
知
悉
し
て
い
た
。

「ポ
l
ロ
E
」
で
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
周
恩
来
に
伝
え
た
よ
う
に
、
北
朝
鮮
は
一
九
七
一
年
一
月
に
対
米
直
接
接
触
を
試
み
た
が
、

そ
れ
も
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
対
米
協
議
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
そ
の
間
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
米
軍
を
削
減
し
、
グ

エ
ン
・
チ
・
ピ
ン
の
「
七
項
目
提
案
」
を
生
ん
だ
こ
と
は
、
北
朝
鮮
に
と
っ
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

朴
成
哲
が
ハ
ノ
イ
で
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
側
か
ら
米
国
と
の
秘
密
交
渉
の
内
容
を
知
ら
せ
て
い
た
か
は
と
も
か
く
、
グ
エ
ン
・
チ
・
ビ

（

ω）
 

ン
は
ニ
ク
ソ
ン
政
権
と
の
秘
密
交
渉
の
用
意
を
表
明
し
て
お
り
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
共
和
臨
時
草
命
政
府
が
米
軍
撤

収
の
た
め
に
対
米
攻
勢
を
強
め
て
い
る
こ
と
は
、
朴
成
哲
だ
け
で
は
な
く
、
金
日
成
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
朴
成
哲
の
ハ
ノ
イ
訪
問
で
、
北
朝
鮮
が
即
座
に
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
よ
う
な
対
米
直
接
交
渉
に
傾
斜
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
後
の
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
対
応
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
米
中
両
国
の
「
妥
協
」
に
よ
っ

て
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
解
放
の
機
会
を
逸
す
る
こ
と
を
危
倶
し
、
和
平
交
渉
で
中
国
の
影
響
力
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
実
際
、
朴

（河）

成
哲
の
ハ
ノ
イ
訪
問
の
後
、
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ド
ン
首
相
が
訪
中
し
、
周
思
来
に
対
し
徹
底
抗
戦
へ
の
支
持
を
訴
え
て
い
た
。
そ

こ
で
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ド
ン
は
共
同
声
明
で
対
外
的
に
は
「
中
越
友
好
」
を
演
出
し
な
が
ら
も
、
毛
沢
東
に
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
の
取

（九）

り
消
し
を
迫
り
拒
絶
に
遭
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
聞
の
秘
密
交
渉
で
も
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
中
国
に
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
の
影
響

力
行
使
を
要
請
し
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
時
に
レ
・
ド
ク
・
ト
と
の
会
談
を
北
京
で
も
つ
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
中
国
側
は
結
局
、
そ
れ
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を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
米
国
と
の
協
議
に
臨
み
つ
つ
、
対
南
武
力
解
放
を
敢
行
す
る
こ
と
は
、
対

中
関
係
の
犠
牲
の
上
で
初
め
て
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
北
朝
鮮
は
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
の
取
り
消
し
を
迫
っ
た
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
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と
は
異
な
り
、
南
北
赤
十
字
会
談
を
進
行
さ
せ
つ
つ
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
で
中
国
に
そ
の
利
害
を
代
弁
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
ま

（河）

た
、
喬
冠
華
も
こ
の
頃
、
「
南
朝
鮮
」
の
状
況
が
武
力
統
一
に
適
さ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
と
語
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
北
朝
鮮
が
中
国
に
そ
の
利
害
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と
の
限
界
を
知
っ
た
と
き
、
対
南
武
力
行
使
は
と
も
か
く
、
北
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
と
同
様
の
対
米
協
議
を
模
索
す
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
朴
成
哲
の
ハ
ノ
イ
訪
問
の
直
後
、
金
日
成
が
訪
中

（叫）

し
、
毛
沢
東
、
周
思
来
と
会
見
し
た
が
、
こ
こ
で
金
日
成
は
、
「
ポ
l
ロ
H
」
の
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
起
草
作
業
の
概
略
と
と
も
に
、

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
「
金
一
八
項
目
提
案
」
を
拒
絶
し
た
経
緯
を
説
明
し
た
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
「
ポ
l
ロ
E
」

で
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
「
中
国
と
協
力
」
で
き
る
領
域
に
挙
げ
、
周
思
来
が
暗
黙
の
了
解
を
与
え
た
の
は
、
平
和
体
制
の
樹
立
で
あ

っ
た
。
こ
の
問
題
は
起
草
作
業
か
ら
最
終
的
に
は
削
除
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
南
北
間
の
相
互
不
可
侵
を
前
提
と
し
、
南
北
双
方
が
軍

事
停
戦
協
定
を
平
和
体
制
に
転
換
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
以
上
、
こ
の
問
題
で
米
中
両
国
を
含
む
多
国
間
協
議
に
発
展
す
る
か

否
か
は
、
そ
れ
以
降
の
南
北
対
話
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

五

「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
と
国
連
の
権
能
｜
｜
米
朝
直
接
協
議
の
余
地
｜
｜

朴
正
照
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
と
金
日
成
の
「
平
和
攻
勢
」
｜
｜
李
厚
洛
の
大
国
間
保
障
案

中
国
の
国
連
加
盟
が
韓
国
に
も
た
ら
す
危
機
が
、
そ
の
安
全
保
障
と
正
統
性
の
双
方
に
及
ぶ
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ

に
加
え
、
朴
正
照
は
内
政
上
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
。
朴
正
殿
退
陣
を
求
め
る
学
生
の
運
動
が
激
化
し
、
朴
正
照
は
学
園
秩
序
確

立
特
命
九
項
目
を
発
表
し
た
上
、
ソ
ウ
ル
一
円
に
衛
成
令
を
発
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
新
民
党
が
提
出
し
た
金
鶴

（一）
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烈
経
済
企
画
院
長
官
、
呉
致
成
内
務
部
長
官
ら
の
解
任
決
議
案
に
対
し
て
、
民
主
共
和
党
か
ら
も
吉
在
披
、
金
成
坤
ら
が
同
党
幹
部

で
あ
り
な
が
ら
、
金
鍾
泌
率
い
る
主
流
派
へ
の
反
発
か
ら
賛
成
票
を
投
じ
た
（
「
一

0
・
二
抗
命
波
動
」
）
。
こ
れ
を
機
に
、
吉
在
披
、

金
成
坤
ら
は
脱
党
し
、
「
共
和
党
四
人
体
制
」
は
崩
壊
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
朴
正
照
は
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
を
発
表

し
、
「
安
保
上
の
脆
弱
点
と
な
る
一
切
の
社
会
不
安
を
容
認
せ
ず
、
ま
た
不
安
要
素
を
排
除
す
る
」
と
し
、
言
論
に
は
「
無
責
任
な

論
議
」
を
慎
む
こ
と
を
要
求
し
、
全
国
民
に
対
し
て
は
「
安
保
主
体
の
新
し
い
価
値
観
」
と
と
も
に
、
「
最
悪
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ

（河）

が
享
受
し
て
い
る
自
由
の
一
部
を
留
保
す
る
決
意
」
を
求
め
た
。
さ
ら
に
、
政
府
・
民
主
共
和
党
は
同
月
二
七
日
未
明
、
こ
の
宣
言

の
法
的
措
置
と
し
て
「
国
家
保
衛
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
国
会
通
過
さ
せ
た
が
、
そ
こ
に
は
大
統
領
が
行
使
で
き
る
非
常
大
権

と
し
て
国
家
動
員
令
（
第
五
条
）
、
屋
外
集
会
お
よ
び
示
威
の
規
制
（
第
七
条
）
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。

朴
正
照
の
い
う
「
安
保
上
の
脆
弱
点
」
の
多
く
が
、
中
国
の
国
連
加
盟
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
例
え

ば
、
朴
正
照
が
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
を
発
表
す
る
直
前
、
第
三
次
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
の
勃
発
を
受
け
て
安
保
理
が
招

（河）

集
さ
れ
た
が
、
朴
正
照
は
中
国
を
常
任
理
事
国
に
迎
え
た
安
保
理
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
座
し
て
互
い
に
口
論
」
に
終
始
し
た
と

批
判
し
て
い
た
。
上
述
の
通
り
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
直
後
、
朴
正
照
は
中
東
「
六
月
戦
争
」
を
挙
げ
、
国
際
社
会
の
大
勢
が
「
平

和
志
向
的
」
で
あ
っ
て
も
「
局
地
的
な
戦
乱
」
は
抑
止
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
中
国
が
安
保
理
常
任
理
事
国
と
し
て
拒
否

権
を
得
た
こ
と
で
朴
正
照
の
懸
念
は
倍
加
し
て
い
た
。
朴
正
照
は
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
の
発
表
に
際
し
て
の
特
別
談
話
文
で
も

（竹）

「
す
で
に
在
韓
米
軍
の
追
加
削
減
問
題
も
論
議
中
」
で
あ
る
こ
と
を
挙
け
、
一
九
七
二
年
の
新
年
辞
で
は
、
「
国
際
情
勢
の
変
化
」
と

（河）

「
北
韓
の
南
侵
」
の
可
能
性
を
「
二
重
の
挑
戦
」
と
表
現
し
た
。
朴
正
殿
が
と
り
わ
け
危
倶
し
た
の
は
、
中
国
の
国
連
加
盟
後
の
安

保
理
が
韓
国
、
北
朝
鮮
双
方
の
行
動
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
一
方
、
北
朝
鮮
が
そ
れ
に
抵
抗
し
て
対
南
武
力
行
使
を
強
行
す
る
可
能

性
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
正
統
性
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
国
連
加
盟
を
果
た
し
た
中
国
が
、
韓
国
の
「
唯
一
合
法
性
」
の
主
張
を
否
認

す
る
北
朝
鮮
に
同
調
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
喬
冠
華
が
国
連
総
会
で
の
処
女
演
説
で

U
N
C
U
R
K
の
解
体
に
言
及
し
た
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と
き
、
朴
正
照
は
国
連
総
会
で
「
唯
一
合
法
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
が
い
よ
い
よ
困
難
と
な
る
と
認
識
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
は
南
北
対
話
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
、
ひ
い
て
は
在
韓
米
軍
の
追
加
削
減
に

連
動
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
南
北
対
話
は
「
北
韓
の
南
侵
」
を
抑
制
す
る
上
で
有
効
と
考
え
ら
れ
た
。
朴
正
照
が
「
国
家
非
常
事

態
宣
言
」
を
決
意
し
た
よ
り
直
接
の
要
因
も
、
南
北
赤
十
字
会
談
予
備
会
談
を
よ
り
高
位
の
政
治
会
談
に
す
る
青
瓦
台
の
意
図
と
関

連
し
て
い
た
。
す
で
に
南
北
赤
十
字
会
談
予
備
会
談
は
韓
国
で
は
中
央
情
報
部
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
が
、
政
治
・
軍

事
問
題
を
優
先
的
に
討
議
し
よ
う
と
す
る
北
朝
鮮
に
対
し
、
経
済
、
社
会
、
文
化
的
交
流
を
提
案
す
る
韓
国
側
の
間
で
接
点
は
も
ち

が
た
く
、
韓
国
側
代
表
の
鄭
洪
鎮
は
七
一
年
一
一
月
一
九
日
、
南
北
赤
十
字
会
談
第
四
次
予
備
会
談
の
場
で
、
北
朝
鮮
側
の
金
徳
賢

副
団
長
に
「
よ
り
高
位
の
会
談
」
の
可
能
性
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
金
徳
賢
は
南
北
赤
十
字
会
談
と
は
別
途
、
「
最
高
位
の
政
府
高

（叩）

官
の
信
任
を
得
た
者
に
よ
る
秘
密
会
談
」
を
も
つ
こ
と
を
提
案
し
た
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
秘
密
会
談
に
お
け
る
南

北
開
の
意
図
が
一
致
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
鄭
洪
鎮
が
回
顧
す
る
よ
う
に
、
韓
国
側
の
意
図
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
戦
争
再
発

（剖）

防
止
に
あ
り
、
南
北
対
話
と
統
一
問
題
を
分
離
し
て
捉
え
て
い
た
。
ま
た
、
韓
国
側
は
来
る
べ
き
秘
密
会
談
で
、
北
朝
鮮
側
が
主
張

す
る
在
韓
米
軍
の
撤
収
、
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
に
応
じ
る
意
図
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
中
国
と
の
キ

ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
を
特
使
と
す
る
秘
密
会
談
で
朝
鮮
戦
争
以
来
の
米
中
関
係
を
和
解
に
転
じ
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
朴
正
照
政
権
は
金

徳
賢
が
い
う
「
最
高
位
の
政
府
高
官
の
信
任
を
得
た
者
」
を
仲
介
者
と
し
て
、
分
断
以
降
の
南
北
朝
鮮
関
係
の
調
整
を
図
ろ
う
と
し

398 

て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
、
や
が
て
そ
の
仲
介
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
李
厚
洛
中
央
情
報
部
長
は
、
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
発
表
の
直
前
、

ポ
l
タ
l
の
後
任
の
ハ
ピ
ブ

B
E
e
n－
回
忌
手
）
大
使
に
対
し
、
北
朝
鮮
側
に
非
公
式
接
触
を
試
み
て
い
る
事
実
を
告
げ
、
長
期

（但）

的
に
は
南
北
間
で
相
互
不
可
侵
、
相
互
の
意
思
確
認
、
軍
備
縮
小
な
ど
を
宣
言
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
伝
え
て
い
た
。
朴
正
照
は

「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
の
発
表
に
際
し
て
、
青
瓦
台
代
弁
人
の
金
聖
鎮
に
対
し
「
侵
略
の
銃
口
を
自
由
と
平
和
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
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（位）

け
で
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
が
、
こ
の
間
の
経
緯
を
考
え
る
と
き
、
朴
正
照
が
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
を
発

表
し
た
の
は
、
来
る
べ
き
南
北
対
話
で
、
北
朝
鮮
の
提
議
に
呼
応
す
る
国
内
勢
力
を
予
め
封
殺
し
、
対
話
の
窓
口
を
一
本
化
し
よ
う

と
す
る
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
李
厚
洛
は
ハ
ビ
ブ
に
対
し
、
南
北
双
方
は
大
国
が
相
互
不
可
侵
を
は
じ
め
と

す
る
合
意
を
保
障
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
そ
れ
に
つ
い
て
米
国
の
意
向
を
確
か
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て

ハ
ビ
ブ
は
、
南
北
間
で
「
よ
り
高
位
の
会
談
」
の
た
め
の
協
議
が
も
た
れ
て
い
る
こ
と
を
「
歓
迎
す
る
」
と
し
て
そ
れ
以
上
の
返
答

は
控
え
た
が
、
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
李
厚
洛
が
南
北
間
の
相
互
不
可
侵
の
合
意
を
周
辺
諸
国
が
保
障
す
る
こ
と
で
、
そ
の
合
意

を
よ
り
堅
固
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
朴
正
照
が
い
う
中
国
の
国
連
加
盟
後
の
「
国
際
情
勢
の
変
化
」

を
「
北
韓
の
南
侵
」
防
止
に
有
機
的
に
連
動
さ
せ
る
試
み
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

朴
正
照
の
「
国
家
非
常
事
態
宣
言
」
が
、
北
朝
鮮
の
反
発
を
招
い
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
金
日
成
も
ま
た
、
「
国
家
保
衛
に
関

（回）

す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
前
例
の
な
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
悪
法
」
と
非
難
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
日
成
が
韓
国
に
平

和
攻
勢
を
挑
ん
で
い
た
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
よ
い
。
一
九
七
二
年
一
月
一

O
目
、
金
日
成
は
『
読
売
新
聞
』
と
の
会
見
で
、
「
何
よ

り
も
朝
鮮
停
戦
協
定
を
南
北
間
の
平
和
協
定
に
換
え
る
こ
と
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
を
提
起
し
た
上
で
、
「
南
北
が
平
和
協
定
を
結
び
、

（倒）

南
朝
鮮
か
ら
米
帝
国
主
義
侵
略
軍
を
撤
退
さ
せ
る
条
件
の
下
で
南
北
朝
鮮
の
武
力
を
大
幅
に
縮
小
す
る
」
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の

発
言
を
字
義
通
り
解
釈
す
る
限
り
、
南
北
平
和
協
定
締
結
そ
れ
自
体
は
、
在
韓
米
軍
撤
収
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
在
韓
米
軍
撤

（邸）

収
は
そ
の
後
の
南
北
間
軍
縮
の
条
件
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
着
目
す
べ
き
は
、
こ
の
会
見
で
金
日
成
が
民
主
共
和
党
に
加
え
、
新

民
党
、
国
民
党
を
含
め
た
政
治
協
商
会
議
の
用
意
を
表
明
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
金
日
成
が
挙
げ
た
政
党
は
全
て
、
第
七

（前）

代
大
統
領
選
挙
に
候
補
者
を
選
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
北
朝
鮮
は
そ
の
い
ず
れ
も
黙
殺
し
て
い
た
。
金
日
成
が
こ
れ
ら
の
政
党

を
含
む
政
治
協
商
会
議
を
呼
び
か
け
た
の
は
、
朴
正
照
を
「
南
朝
鮮
」
内
部
で
孤
立
さ
せ
る
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
事
実
、

『
労
働
新
聞
』
の
論
評
は
、
「
朴
正
照
徒
党
」
が
「
平
和
的
統
一
に
必
死
に
反
対
し
、
い
わ
ゆ
る
『
非
常
事
態
」
を
宣
布
」
す
る
中
、

399 
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「
南
朝
鮮
の
各
界
各
層
の
人
民
と
全
て
の
政
党
、
社
会
団
体
、
お
よ
び
個
別
的
人
士
は
わ
が
祖
国
の
統
一
偉
業
の
た
め
に
南
北
の
接

（釘）

触
と
協
商
を
実
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
朝
鮮
労
働
党
と
共
和
国
政
府
の
ア
ピ
ー
ル
に
呼
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
て
い

400 

た
の
で
あ
る
。

「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
と
国
連
軍
司
令
部
｜
｜
「
ク
ロ
ス
接
触
」
の
端
緒

こ
の
時
期
の
北
朝
鮮
は
、
対
南
「
平
和
攻
勢
」
に
の
み
従
事
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
金
日
成
の
発
言
と
並
行
し
て
、
板

門
店
で
は
朝
鮮
人
民
軍
が
非
公
式
に
対
米
接
触
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
七
二
年
一
月
末
、
朝
鮮
人
民

軍
側
が
国
連
軍
側
の
米
軍
代
表
に
対
し
、
韓
国
軍
代
表
を
排
除
し
た
単
独
の
接
触
を
提
起
し
た
と
い
う
。
ロ
ジ
ャ

l
ズ
少
将
が
国
連

軍
側
首
席
代
表
を
韓
国
軍
将
校
に
交
替
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
き
、
朝
鮮
人
民
軍
の
韓
澄
玉
少
将
は
そ
れ
を
拒
絶
し
た
が
、
軍

事
停
戦
委
員
会
そ
れ
自
体
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
韓
国
軍
将
校
の
出
席
を
拒
絶
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
七
二
年
一
月
の
提
案
で
着
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
軍
事
停
戦
委
員
会
の
形
態
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ

れ
が
米
朝
間
の
接
触
で
あ
る
以
上
、
漸
く
軍
事
停
戦
委
員
会
へ
の
復
帰
を
果
た
し
た
中
国
人
民
志
願
軍
も
排
除
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

ロ
ジ
ャ

l
ズ
少
将
の
提
案
に
対
し
て
、
韓
国
国
防
部
は
米
軍
と
朝
鮮
人
民
軍
が
対
話
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
る
軍
事
停
戦
委
員
会
の
形

態
が
、
米
朝
平
和
協
定
を
北
朝
鮮
が
提
案
す
る
温
床
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
金
日
成
が
そ
の
数
週
間
前
に
南
北

平
和
協
定
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
を
み
て
も
、
こ
こ
で
朝
鮮
人
民
軍
が
対
米
平
和
協
定
を
提
起
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か

し
、
軍
事
停
戦
委
員
会
で
米
軍
将
校
が
国
連
軍
側
首
席
代
表
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
北
朝
鮮
が
米
軍
に
接
触
を
求
め
る
背
景
に
な

っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
米
軍
は
朝
鮮
人
民
軍
側
が
こ
の
主
張
を
行
っ
た
の
は
、
軍
事
停
戦
委
員
会
よ
り
高
い
次
元
の
対
米
接

（槌）

触
を
も
つ
た
め
と
判
断
し
て
い
た
。
国
家
安
全
保
障
会
議
の
ホ
ル
ド
リ
ッ
ジ
（
』
。
宮
間
・
出
。
E
E段
。
）
が
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
宛
て

た
覚
書
で
、
北
朝
鮮
が
在
韓
米
軍
撤
収
の
た
め
に
米
国
と
の
直
接
か
っ
非
公
式
な
協
議
を
申
し
入
れ
た
と
伝
え
た
が
、
こ
れ
は
こ
の

に）



と
き
の
提
案
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
内
容
は
韓
国
側
に
も
周
知
さ
れ
、
朴
正
照
は
米
朝
接
触
の
可
能
性
を
危
倶
し
た
と

（
卸
）

ぃ、っ。軍
事
停
戦
体
制
の
形
態
に
加
え
、
朝
鮮
人
民
軍
が
対
米
直
接
協
議
を
申
し
出
た
よ
り
直
接
の
契
機
は
、
ニ
ク
ソ
ン
が
一
月
二
五
日
、

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
労
働
党
特
別
顧
問
レ
・
ド
ク
・
ト
ら
の
秘
密
交
渉
の
内
容
を
公
開
し
つ
つ
、
前
年
の
一

O
月
に
キ

（卯）

ツ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
レ
・
ド
ク
・
ト
に
秘
密
裏
に
提
案
し
た
「
八
項
目
提
案
」
を
公
表
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
以
前
か
ら
の

パ
リ
拡
大
和
平
会
談
の
主
軸
が
米
国
と
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
二
国
間
協
議
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
が
、
金
日
成
は
ニ
ク
ソ
ン
の

演
説
内
容
を
知
り
、
そ
れ
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
米
国
と
の
直
接
協
議
が
米
軍
撤
収
の
た
め
に
有
効
な
外
交
回
路
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
上
述
の
金
日
成
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
南
北
平
和
協
定
締
結
の
後
も
在
韓
米
軍
は
残
存
す
る
が
、

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

米
国
と
の
直
接
協
議
を
通
じ
て
、
在
韓
米
軍
撤
収
を
訴
え
る
可
能
性
を
模
索
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
頃
、

金
日
成
は
韓
国
が
南
北
赤
十
字
会
談
を
提
起
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
朴
正
照
が
「
米
帝
国
主
義
者
」
に
「
唆
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
し

（別）

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
ニ
ク
ソ
ン
が
公
表
し
た
「
八
項
目
提
案
」
が
チ
ュ

1
政
権
の
辞
任
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と

き
、
政
治
協
商
会
議
で
朴
正
照
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
金
日
成
に
と
っ
て
、
対
米
協
議
を
通
じ
て
朴
正
照
を
退
陣
に
導

く
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。
ま
た
、
朴
正
照
が
在
韓
米
軍
の
追
加
削
減
を
危
倶
し
て
い
た
状
況
で
、
金
日
成
は
米
国
の
意
図
と
分

離
し
て
南
北
対
話
で
在
韓
米
軍
を
撤
収
さ
せ
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
知
悉
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
と
き
の
金
日
成
の
認
識
に
お
い
て
、
平
和
協
定
締
結
と
い
う
対
南
関
係
の
制
度
化
と
対
米
接
触
と
は
相
互
に
排
他
的
で
は
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
構
図
は
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
後
も
有
効
で
あ
っ
た
。
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
で
の
朝
鮮
問
題
に
関
す
る
記
述
は
、
概
ね
キ
ッ
シ
ン

（位）

ジ
ャ

l
の
「
ポ
l
ロ
E
」
の
際
に
纏
め
ら
れ
た
草
案
に
従
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
は
「
ポ
l
ロ
E
」
で
の
討
議
で
キ
ッ
シ
ン

ジ
ャ
ー
が
語
っ
た
よ
う
に
、
米
中
双
方
が
「
同
盟
者
を
抑
制
す
る
よ
う
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
周
思
来

401 
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（部）

も
そ
れ
に
異
を
唱
え
ず
、
米
中
両
国
が
協
調
す
る
こ
と
が
「
南
北
の
接
触
を
促
進
す
る
で
し
ょ
う
」
と
答
え
て
い
た
。
こ
こ
で
米
中

両
首
脳
は
、
「
大
国
間
の
協
調
」
が
朝
鮮
半
島
の
紛
争
を
「
局
地
化
」
す
る
力
学
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
に
理

解
を
共
有
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
の
「
局
地
化
」
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
国
連
の
権
能
を
剥
奪
す
る

こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
の
発
表
後
、
周
恩
来
が
訪
朝
し
て
金
日
成
に
語
っ
た
内
容

で
あ
る
。
周
恩
来
は
そ
こ
で
、
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
に
あ
る
「
い
ず
れ
の
一
方
も
い
か
な
る
第
三
国
の
た
め
に
代
わ
っ
て
交
渉
す

402 

る
つ
も
り
は
な
」
い
と
の
一
文
は
米
国
側
が
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
金
日
成
に
伝
え
、
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
に
も
適
用
さ
れ
る

と
述
べ
つ
つ
も
、
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
に
「
平
和
統
一
八
項
目
提
案
」
と

U
N
C
U
R
K
解
体
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
触
れ
、

そ
れ
は
中
国
が
北
朝
鮮
の
利
害
の
た
め
に
「
最
大
限
」
の
努
力
を
払
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
強
調
し
、
金
日
成
の
理
解
を
求
め
た
口

実
際
、
周
恩
来
は
ニ
ク
ソ
ン
に
対
し
て
、

U
N
C
U
R
K
の
役
割
が
「
終
わ
る
日
が
来
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
の
に
対

し
、
同
席
し
た
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ニ
ク
ソ
ン
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
た
。
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
周
恩
来

は
金
日
成
に
対
し
、
中
国
は
軍
事
停
戦
委
員
会
で
「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
側
の
一
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
忘
れ
て
欲
し
く
な

（倒）

い
」
と
米
国
側
に
伝
え
た
と
説
明
し
て
い
た
。
こ
れ
は
中
国
が
軍
事
停
戦
委
員
会
で
北
朝
鮮
の
立
場
を
擁
護
す
る
と
と
も
に
、
平
和

体
制
樹
立
の
過
程
で
中
国
が
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
周
思
来
が
そ
れ
を
米
国
に
伝
え

た
こ
と
は
、
中
国
は
平
和
体
制
樹
立
の
過
程
で
自
ら
の
発
言
力
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
や
は
り
、
以
前
米
国
家
安
全
保

障
会
議
が
分
析
し
た
通
り
、
平
和
体
制
が
樹
立
さ
れ
る
ま
で
中
国
は
国
連
軍
司
令
部
を
温
存
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
朝
鮮
半
島

に
お
け
る
国
連
の
権
能
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
米
中
両
国
は
そ
れ
を
U
N
C
U
R
K
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
国
連
軍
司
令

部
に
つ
い
て
は
当
面
は
不
問
に
付
す
こ
と
で
了
解
を
交
わ
し
、
周
恩
来
は
金
日
成
に
そ
れ
を
暗
示
的
に
伝
え
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
以
っ
て
、
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
の
内
容
が
北
朝
鮮
の
期
待
を
大
き
く
裏
切
っ
た
と
は
い
い
難
い
。
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」

の
発
表
を
受
け
『
労
働
新
聞
』
が
掲
げ
た
論
評
は
、
そ
れ
が
「
平
和
共
存
五
原
則
」
に
言
及
し
た
こ
と
を
評
価
し
、
「
国
の
間
の
人



米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

民
の
意
思
と
利
益
に
符
合
し
、
全
般
的
国
際
緊
張
状
態
の
緩
和
に
寄
与
す
べ
く
相
互
の
関
係
を
正
常
化
す
る
た
め
に
努
力
す
る
こ
と

は
よ
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
評
は
「
何
よ
り
も
ま
ず
、
国
連
軍
の
看
板
を
掲
げ
た
米
帝
国
主
義
軍
隊

が
撤
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
朝
鮮
に
米
帝
国
主
義
侵
略
軍
が
巣
を
作
っ
て
い
る
限
り
、
朝
鮮
の
平
和
と
祖
国
の
自
主
的
平
和

（部）

統
一
は
不
可
能
で
あ
る
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
と
強
調
し
、
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
が
言
及
し
な
か
っ
た
国
連
軍
司
令
部
解
体
の
必
要

性
を
強
調
し
て
い
た
。
上
述
の
通
り
、
米
中
両
国
が
国
連
軍
司
令
部
を
温
存
す
る
中
、
「
ポ
l
ロ
H
」
で
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
伝
え

た
よ
う
に
、
一
九
七
一
年
一
月
に
北
朝
鮮
は
米
国
に
接
触
を
求
め
て
お
り
、
七
二
年
一
月
末
に
は
、
朝
鮮
人
民
軍
が
非
公
式
に
対
米

直
接
協
議
を
提
起
し
て
い
た
。
李
厚
洛
は
ハ
ピ
ブ
に
南
北
間
で
相
互
不
可
侵
の
意
思
確
認
、
軍
備
縮
小
な
ど
を
宣
言
す
る
案
を
伝
え

て
い
た
が
、
朴
正
照
が
在
韓
米
軍
の
追
加
削
減
を
危
慎
す
る
中
、
韓
国
が
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
に
応
じ
る
と
は
考
え
に
く
か
っ
た
。

そ
こ
で
北
朝
鮮
が
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
を
急
げ
ば
、
こ
の
問
題
で
北
朝
鮮
が
対
米
直
接
協
議
を
行
う
余
地
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
朝
鮮
人
民
軍
が
対
米
直
接
協
議
を
提
起
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
韓
国
は
、
北
朝
鮮
の
対
米
接
触
を
牽
制
し
つ
つ
、

対
南
対
話
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
金
溶
植
は
一
九
七
二
年
二
月
二
一
日
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
少
将
が
軍
事
停
戦
委
員
会

で
提
案
し
た
内
容
を
踏
襲
す
る
形
で
、
北
朝
鮮
に
非
武
装
地
帯
の
平
和
利
用
を
平
和
統
一
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と

（鮒）

を
求
め
た
。
金
溶
植
は
国
連
軍
側
首
席
代
表
を
韓
国
軍
将
校
に
交
替
す
る
案
に
同
調
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
李
厚
洛
の
案
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
韓
国
が
南
北
聞
の
相
互
不
可
侵
を
宣
言
す
る
な
ら
、
「
非
武
装
地
帯
の
非
武
装
化
」
は
必
須
の
条
件
と
な
る
。

こ
れ
は
南
北
赤
十
字
会
談
で
北
朝
鮮
側
が
政
治
・
軍
事
問
題
を
優
先
的
に
討
議
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
る
中
、
来
る
べ
き
「
よ

り
高
位
の
会
談
」
を
実
現
さ
せ
る
上
で
も
有
効
と
考
え
ら
れ
た
。

他
方
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
後
、
韓
国
が
ソ
連
と
の
外
交
接
触
を
試
み
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ニ
ク
ソ
ン
訪

中
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
金
鍾
泌
は
一
九
七
二
年
一
月
、
南
北
対
話
を
継
続
し
つ
つ
共
産
圏
へ
の
外
交
接
触
の
可
能
性
を

（肝）

検
討
す
る
と
発
言
し
て
い
た
が
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
を
経
て
外
務
部
は
、
訪
韓
し
た
ム

l
リ
ス
（
却
。
目
。
三
宮

2
ュ8
）
フ
ラ
ン
ス
外
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ソ
連
だ
け
で
は
な
く
中
国
と
の
関
係
改
善
の
仲
介
を
依
頼
し
て
い
た
。
そ
こ
で
韓
国
は
中

ソ
両
国
へ
の
外
交
接
触
を
試
み
る
上
で
も
、
北
朝
鮮
の
対
米
直
接
協
議
へ
の
懸
念
を
隠
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
白
書
楽
駐
仏
大
使

（伺）

は
金
溶
植
に
米
朝
関
係
へ
の
注
意
を
喚
起
し
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
の
返
答
を
待
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
た
。
わ
け
で
も
、

ロ
ジ
ャ
l
ズ
国
務
長
官
が
会
見
で
、
北
朝
鮮
が
韓
国
と
だ
け
で
は
な
く
米
国
と
も
関
係
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
「
兆
候
」
が
み
ら
れ

（伺）

る
と
し
、
米
国
は
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
」
と
の
関
係
改
善
を
目
指
す
と
発
言
し
た
と
き
、
金
溶
植
は
ハ
ピ
ブ
を
訪
ね
、
ロ
ジ
ャ
l
ズ
国

（削）

務
長
官
が
言
及
し
た
「
兆
候
」
と
そ
れ
に
対
す
る
米
国
の
対
応
を
質
し
た
。
さ
ら
に
、
訪
米
し
た
大
統
領
安
全
保
障
担
当
秘
書
官
の

成
乗
春
は
、
ホ
ル
ド
リ
ッ
ジ
に
対
し
て
少
な
く
と
も
民
間
次
元
で
米
朝
間
の
接
触
が
あ
り
う
る
と
し
て
警
戒
を
解
か
な
か
っ
た
。
成

乗
春
は
、
米
朝
接
触
は
韓
国
と
中
ソ
両
国
と
の
間
の
接
触
に
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
、
韓
国
が
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
に

（肌）

そ
の
仲
介
を
依
頼
し
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
ホ
ル
ド
リ
ッ
ジ
も
そ
れ
を
考
慮
す
る
よ
う
返
答
し
た
。
韓
国
は
北
朝
鮮
と
の
聞
の
相
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互
不
可
侵
を
求
め
る
一
方
で
、
自
ら
の
対
中
ソ
関
係
の
進
展
を
条
件
と
す
る
こ
と
で
米
朝
接
触
を
牽
制
し
つ
つ
、
南
北
対
話
の
空
洞

化
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

_L. 

ノ、

結
語
｜
｜
「
四
大
国
保
障
論
」

へ
の
接
近
と
限
界
｜
｜

「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
一
九
七
一
年
の
外
交
教
書
に
誼
わ
れ
た
紛
争
「
局
地
化
」
と
「
大
国
間
の
協
調
」
と
い
う
構
図

が
、
典
型
的
に
試
さ
れ
た
の
は
軍
事
停
戦
体
制
で
あ
っ
た
。
米
国
は
ロ
ジ
ャ
l
ズ
少
将
の
提
案
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
軍
事
停
戦
体

制
を
南
北
聞
に
「
局
地
化
」
し
つ
つ
、
軍
事
停
戦
委
員
会
に
復
帰
し
た
中
国
人
民
志
願
軍
代
表
団
と
協
調
し
た
上
で
軍
事
停
戦
を
管

理
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
こ
の
提
案
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
米
中
関
係
の
展
開
を
考
え
る
と
き
、
あ
る
種
の

通
時
性
を
も
っ
て
い
た
。
「
ポ
l
ロ
E
」
で
の
討
議
で
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
周
思
来
は
、
南
北
間
の
相
互
不
可
侵
の
必
要
性
を
共
有
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し
つ
つ
、
米
中
間
の
協
調
の
上
で
「
朝
鮮
半
島
の
公
認
さ
れ
た
平
和
的
地
位
」
に
つ
い
て
暗
黙
の
了
解
を
得
た
。
こ
れ
は
国
連
軍
司

令
部
の
解
体
を
不
可
避
と
す
る
が
、
周
思
来
は
そ
の
過
程
で
中
国
の
関
与
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
起
草
作
業
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
周
思
来
は
、

U
N
C
U
R
K解
体
に
同
意
し
な
が
ら
も
、
国
連
軍
司
令

部
に
つ
い
て
は
当
面
温
存
す
る
こ
と
で
暗
黙
の
了
解
を
交
わ
し
た
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
「
局
地
化
」
が
、
韓
国
の
安
全
保
障

と
統
一
問
題
の
た
め
に
存
在
す
る
国
連
の
権
能
を
剥
奪
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
韓
国
だ
け
で
は
な
く
、
米

中
両
国
が
国
連
軍
司
令
部
を
当
面
温
存
す
る
方
針
を
下
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
「
局
地
化
」
の
限
界

を
示
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
後
、
北
朝
鮮
も
従
来
の
「
南
朝
鮮
革
命
論
」
を
一
旦
留
保
し
て
、
朴
正
照
政
権
と
の
対

話
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
間
も
米
国
と
の
接
触
の
可
能
性
を
放
棄
し
な
か
っ
た
。
「
ポ
l
ロ
H
」
で
の
討
議
で
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が

明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
遡
る
一
九
七
一
年
一
月
、
北
朝
鮮
が
米
国
に
接
触
を
試
み
て
い
た
が
、
そ
の
後
ニ

ク
ソ
ン
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
和
平
の
た
め
に
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
の
二
国
間
の
秘
密
交
渉
を
重
ね
て
い
た
こ
と
か
ら
示
唆
を
受
け
、
板
門
店

を
舞
台
に
対
米
接
触
を
試
み
て
い
た
。
そ
れ
は
「
プ
エ
ブ
ロ
号
事
件
」
の
事
後
処
理
の
よ
う
な
一
過
性
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
金

日
成
は
後
に
、
「
米
国
務
省
の
あ
る
高
位
官
吏
」
の
発
言
と
し
て
、
米
国
は
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
」
と
の
関
係
改
善
を
目
指
す
と
し
た

ロ
ジ
ャ

l
ズ
国
務
長
官
の
発
言
を
取
り
上
げ
、
「
米
帝
国
主
義
者
ら
と
対
話
を
し
た
こ
と
も
な
く
、
彼
ら
に
秋
波
を
送
っ
た
こ
と
も

（即）

な
い
」
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
事
実
に
反
し
て
い
た
。
ま
た
金
日
成
は
、
朴
正
照
に
南
北
平
和
協
定
の
締
結
を
求
め
て
い

た
が
、
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
が
国
連
軍
司
令
部
へ
の
言
及
を
避
け
る
中
、
北
朝
鮮
は
依
然
と
し
て
そ
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
米
国
、
韓
国
、
中
国
が
国
連
軍
司
令
部
を
当
面
温
存
す
る
こ
と
を
考
え
る
中
、
北
朝
鮮
だ
け
が
独
り
早

急
な
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
を
望
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
降
の
米
中
協
議
が
国
連
軍
司
令
部
を
解
体
に
導
く
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
、
北
朝
鮮
に
は
対
米
関
係
で
こ
の
問
題
を
提
起
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ク
ソ
ン
政
権
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の
紛
争
「
局
地
化
」
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
北
朝
鮮
の
対
米
接
触
を
断
念
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
構
図
は
同
時
に
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
以
降
の
多
国
間
協
議
論
の
限
界
を
示
し
て
い
た
。
本
来
、
一
九
五

0
年
代
か
ら
六
0
年
代

に
か
け
、
ジ
ユ
ネ
l
ヴ
会
議
を
範
と
す
る
多
国
間
協
議
を
提
案
し
、
南
北
開
の
平
和
体
制
樹
立
を
訴
え
て
い
た
の
は
北
朝
鮮
で
あ
り
、

韓
国
は
そ
れ
を
拒
絶
し
続
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
前
後
し
て
、
韓
国
は
、
「
力
の
真
空
状
態
」
に
乗
じ
て

北
朝
鮮
が
対
南
武
力
行
使
を
抑
制
す
る
た
め
、
「
非
敵
性
共
産
圏
」
の
概
念
を
拡
大
し
て
中
ソ
両
国
へ
の
接
触
を
試
み
て
い
た
。
確

か
に
、
こ
れ
が
金
大
中
の
「
四
大
国
保
障
論
」
の
よ
う
な
秩
序
形
成
を
意
識
し
て
い
た
と
は
い
い
難
い
。
朴
正
照
は
七
二
年
の
年
頭

記
者
会
見
で
も
「
四
大
国
保
障
論
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
「
極
め
て
危
険
な
考
え
方
」
と
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の

韓
国
は
、
大
国
に
よ
る
南
北
間
の
合
意
を
大
国
が
保
障
す
る
こ
と
に
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
李
厚
洛
は
「
国
家
非

常
事
態
宣
言
」
の
直
前
、
来
る
べ
き
「
よ
り
高
位
の
会
談
」
で
南
北
開
の
武
力
不
行
使
を
約
束
し
、
そ
れ
を
大
国
が
保
障
す
る
案
を

ハ
ピ
ブ
に
伝
え
て
い
た
。
当
時
の
韓
国
は
、
か
つ
て
朴
正
照
が
批
判
し
た
「
四
大
国
保
障
論
」
に
徐
々
に
接
近
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
も
と
よ
り
、
李
厚
洛
の
い
う
南
北
間
の
不
可
侵
の
誓
約
は
、
国
連
軍
司
令
部
の
解
体
、
在
韓
米
軍
の
撤
収
を
も
た
ら
さ

な
い
限
り
に
お
い
て
有
効
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
限
界
を
知
悉
し
つ
つ
も
、
す
で
に
北
朝
鮮
の
対
米
接
触
の
試
み
を
周
知
さ
れ
て
い

た
韓
国
は
、
北
朝
鮮
を
南
北
対
話
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
北
朝
鮮
の
対
米
接
触
を
牽
制
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

D

「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
」
発
表
後
、
韓
国
が
フ
ラ
ン
ス
を
介
し
て
対
中
ソ
関
係
の
改
善
を
考
え
た
と
き
、
最
も
懸
念
し
た
の
も
米
朝
間
の
接
触
の
可
能
性

で
あ
っ
た
。
韓
国
は
こ
の
時
期
、
南
北
対
話
を
進
め
る
一
方
、
北
朝
鮮
の
対
米
接
触
を
牽
制
し
つ
つ
、
迂
回
的
に
対
中
ソ
関
係
を
通

じ
て
北
朝
鮮
の
対
南
武
力
行
使
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

金
日
成
の
発
言
を
み
て
も
、
北
朝
鮮
の
対
南
政
策
が
韓
国
の
試
み
と
接
点
を
も
っ
て
い
た
と
は
い
い
難
い
。
金
日
成
が
国
連
軍
司

令
部
の
解
体
を
執
揃
に
求
め
て
い
た
状
況
で
、
北
朝
鮮
が
国
連
軍
司
令
部
を
温
存
し
た
ま
ま
、
南
北
間
の
不
可
侵
を
誓
約
し
、
そ
れ

を
大
国
が
保
障
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
と
も
考
え
に
く
か
っ
た
。
事
実
、
後
に
金
日
成
は
ジ
ユ
ネ
l
ヴ
会
議
と
同
様
の
多
国
間
協

406 



米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

（瑚）

議
に
つ
い
て
、
「
朝
鮮
問
題
を
そ
う
し
た
方
法
で
扱
う
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
も
、
北
朝
鮮
が
こ
の
時

期
、
米
国
と
の
直
接
協
議
の
余
地
を
残
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
南
北
対
話
が
停
滞
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
が
国
連
軍
司
令
部
解
体
、

在
韓
米
軍
撤
収
の
た
め
、
米
国
と
の
直
接
協
議
を
模
索
す
る
外
交
的
余
地
は
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
韓
国
が
そ
れ
ま
で
拒
絶

し
た
多
国
間
協
議
に
接
近
し
、
本
来
そ
れ
を
提
唱
し
て
い
た
北
朝
鮮
が
関
心
を
失
っ
て
い
っ
た
の
は
逆
説
と
い
う
他
な
い
。

や
が
て
、
李
厚
洛
の
い
う
「
よ
り
高
位
の
会
談
」
を
経
て
、
南
北
対
話
は
「
自
主
・
平
和
・
民
族
大
団
結
」
を
謡
う
「
七
・
四
南

北
共
同
声
明
」
を
生
む
が
、
右
に
述
べ
た
争
点
を
め
ぐ
り
停
滞
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
朴
正
照
は
一
九
七
三
年

六
月
二
三
日
、
「
平
和
統
一
外
交
宣
言
」
を
発
表
し
、
「
統
一
へ
の
障
害
に
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
」
で
南
北
国
連
同
時
加
盟
に
「
反

（削）

対
し
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、
「
全
て
の
国
家
に
門
戸
を
開
放
」
し
、
「
理
念
や
体
制
を
異
に
す
る
諸
国
」
に
も
門
戸
開
放
を
求
め
た
。

他
方
、
北
朝
鮮
も
南
北
対
話
の
決
裂
後
、
最
高
人
民
会
議
が
米
議
会
に
書
簡
を
送
り
、
韓
国
だ
け
で
は
な
く
中
国
も
排
除
し
て
米
朝

間
の
平
和
協
定
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
纏
説
の
通
り
、
韓
国
と
北
朝
鮮
は
異
な
る
動
機
か
ら
、
軍
事
境
界
線
を
挟
ん
で

敵
対
す
る
勢
力
と
の
関
係
改
善
を
模
索
す
る
構
図
は
、
「
七
・
四
南
北
共
同
声
明
」
以
前
に
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
同

時
に
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
試
み
た
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
紛
争
「
局
地
化
」
と
米
中
両
国
が
共
同
で
試
み
た
「
大
国
間
の
協
調
」
を
共

に
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（

1
）
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
韓
国
の
国
防
産
業
育
成
と
日
米
韓
関
係
｜
｜
「
韓
国
条
項
」
後
の
安
全
保
障

関
係
の
再
調
整
」
小
此
木
政
夫
・
張
達
重
編
「
戦
後
日
韓
関
係
の
展
開
』
、
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
O
O
五
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
以
下
、

N
S
D
M
’
必
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
文
献
に
よ
る
o
E
Z旦
宮
口
包

ω
R
C
E
q
u
R
E。
ロ
認
め
目
。

gロ色
c
g
h
s・

巧
g
Eロ拘件。
P
宮
R
S
N
0・
5叶
0・＝

hsミ
3
P
E
R
S旬
。
コ
宮
内
室
町
内
丸
・
切
H
Q
H
9
5
Eミ
旬
、
し
内
hMMQミ
同
同
。
3
h
p
N匂
qulNUU可
N

2
2
g出
向

Q
宮内田

g
h
v同
～
同
ミ
S
）・
4
司
g
F
E
m件。ロ

U
A
U
H
C
E
Z
ι
ω
g
g
ω
の。
4
0
8
B
g同
司
江
口
江
口
問
。
毘
の

0・
N
O
H
O
W

同省－

Hhp

∞l
H
m
0
・
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（2
）
「
新
年
辞
（
一
九
七
一
年
一
月
一
日
）
」
『
朴
正
照
大
統
領
演
説
文
集
（
第
八
輯
）
』
ソ
ウ
ル
、
大
統
領
秘
書
室
、
発
行
年
不
詳
、

頁
（
韓
国
語
）
。

（3
）
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
以
降
、
北
朝
鮮
が
強
い
ら
れ
た
革
命
路
線
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
韓
国
第
七
代
大
統
領
選
挙
「
安
保
論

争
』
と
北
朝
鮮
｜
｜
「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
』
認
識
と
多
国
間
協
議
論
（
四
・
完
）
」
『
防
衛
大
学
校
紀
要
（
社
会
科
学
分
冊
）
』
第

一
O
一
輯
（
二

O
一
O
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（4
）
「
朝
鮮
軍
事
停
戦
委
員
会
朝
中
方
新
任
命
的
中
国
人
民
志
思
軍
委
員
｜
｜
何
渠
若
同
志
拝
会
朝
中
方
面
韓
澄
玉
少
将
」
『
人
民
日
報
』

一
九
七
一
年
六
月
一
九
日
。
本
稿
は
、
拙
稿
「
米
中
接
近
と
韓
国
｜
｜
『
大
国
間
の
協
調
」
と
軍
事
停
戦
体
制
」
増
田
弘
編
『
ニ
ク
ソ
ン

訪
中
と
冷
戦
構
造
の
変
容
｜
｜
米
中
接
近
の
衝
撃
と
周
辺
諸
国
』
、
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
六
年
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、

新
た
に
公
開
さ
れ
た
資
料
を
検
討
し
つ
つ
、
軍
事
停
戦
体
制
の
運
用
と
米
中
両
国
の
認
識
を
中
心
に
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
。

（5
）
「
安
保
論
争
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
金
大
中
『
四
大
国
保
障
論
』
の
生
成
と
展
開
ー
ー
ー
韓
国
第
七
代
大
統
領
選
挙
「
安
保
論
争
』

の
断
面
」
鐸
木
昌
之
・
平
岩
俊
司
・
倉
田
秀
也
編
「
朝
鮮
半
島
と
国
際
政
治
ー
ー
ー
冷
戦
の
展
開
と
変
容
』
、
慶
藤
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
五
年
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
『
安
保
論
争
』
と
朴
正
照
の
『
四
大
国
保
障
論
』
批
判
｜
｜
「
大
国
間
の
協
調
』
認
識
の
相
魁
」
慶
慮
義

塾
大
学
法
学
部
編
『
慶
慮
義
塾
創
設
一
五
O
年
記
念
論
文
集
ー
ー
ー
慶
醸
の
政
治
学
・
国
際
政
治
』
、
慶
謄
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
八

年
を
参
照
。

（6
）
E

冨。

B
gロ．阿内－
ωω
即ロ
m。吋州凶ロ《目
N
F
。
F
．閃。円⑦
ω
．』削凶唱岱ロ
i

品υ
H一山
l
∞口
N

∞
同
】
．
自
．
署
〈
宮
G
口ミ
d
匂
d
匂
d

『．肉
a

喝
己
．
包
ロ
＼
t

ロ
ω
州w
円の
E
」可＼
zωk戸開一∞一∞＼
zωkr何一∞一∞斗。＼品。の
H
ω

．司
ι同
〉
．
同
》
．
句
（
邦
訳
、
「
文
書
一

O

第

四
回
周
恩
来
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
会
談
、
一
九
七
一
年
一

O
月
二
二
日
」
毛
里
和
子
・
増
田
弘
監
訳
『
周
恩
来
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
機
密

会
談
録
』
、
岩
波
書
店
、
二

O
O
四
年
、
一
八
五
頁
）
・
以
下
、
第
四
回
周
恩
来
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
会
談
録
か
ら
の
引
用
は
、
こ
の
邦
訳

文
に
よ
る
。

（7
）
洪
錫
律
「
一
九
七
0
年
代
前
半
の
北
米
関
係
｜
｜
南
北
対
話
、
米
中
関
係
改
善
と
の
連
関
下
で
」
『
国
際
政
治
論
叢
』
第
四
四
輯
二

号
（
二

O
O
四
年
）
、
三
四
頁
（
韓
国
語
）
。
一
九
七
O
年
一

O
月
に
も
、
ア
メ
リ
カ
共
産
党
全
国
委
員
会
委
員
長
の
ウ
イ
ン
ス
ト
ン

（出

gミ
冨
・
当
E
E。
ロ
）
を
団
長
と
す
る
代
表
団
が
訪
朝
し
て
い
た
（
「
朝
鮮
中
央
年
鑑
一
九
七
二
』
平
壌
、
朝
鮮
通
信
社
、
一
九
七

二
年
、
五
O
O頁
〈
朝
鮮
語
〉
）
。
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米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

（8
）
「
米
合
衆
国
国
会
に
送
る
書
簡
」
『
民
主
朝
鮮
』
一
九
七
四
年
三
月
二
六
日
（
朝
鮮
語
）
。

（9
）
李
養
鏑
（
研
究
執
筆
責
任
）
『
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
議
録
分
析
』
ソ
ウ
ル
、
国
土
統
一
院
調
査
研
究
室
、
発
行
年
不
詳
、
二

O
七

頁
（
韓
国
語
）
。

（
叩
）
「
第
コ
二
七
次
、
一
九
七
一
・
六
・
二
」
「
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
議
録
、
三
一
二

1
三
二

O
次
」
（
分
類
番
号
七
二
九
・
五
二
一
、

登
録
番
号
四
三
五
六
）
所
収
（
韓
国
語
）
。

（日）

A
n。口出品。
E
E
Z
呂
O
B。話回仏門戸一一
B
・
4
F
O
C
E
Z
ι
ω
S
Z
ω
g一一門ご
F
o
d
E宮内田
Z
巳
z
g
E
問。
gmy．［司
mW2N
え

N］

V
吋
常

』司凡句偽

s札
句
ぬ
旬
冷
、
匂
ミ
偽
ミ
同
偽
。
芯
忌
偽
．
同
。
、
偽
ぬ
噛
輔
、
偽
芯
凡
お
匂
ミ
h

符、同匂
U

可。lN匂U
w恥
～
k

由（リ、凡同

岱同件⑦『の－件。色

g
凶ヨ』常均払句偽

s
札
、
ぬ
民
。
＼
匂
ミ
s
H偽。芯
H

』

b
偽．同。、偽ぬ芯同】偽お凡ミ句ミ
h

応）．

E
q
H
I
N－
NCHowd司
。
。
号
。
割
当
ロ
ω
g
H
E
R
E－

色
。
ロ
色
。
g
Z円
皆
同
∞
各
。
－
R
少
巧
g
Eロ
m
g
p
ロ（
Uw
。吋
m
m
E
N
a
σ
可

p
o
z。
丘
町
問
。
R
m
w
H
E
2
5
z。
s
－
u。
g
B
g
g
t。ロ

MMg守
立

ω口弘
S
o
d巳
〈
旬
包
々
。
同
一
Z
。耳目困問。円。
ωロ∞
Z
門出
o
p
u同yhHωωlAHMW∞・

（
ロ
）
前
掲
拙
稿
、
「
『
安
保
論
争
』
と
朴
正
照
の
『
四
大
国
保
障
論
』
批
判
」
、
一
三
四
頁
。

（
日
）
「
国
連
軍
側
の

D
M
Z
平
和
維
持
方
案
、
一
九
七
一
・
六
・
二
了
軍
停
委
第
一
三
七
次
本
会
議
」
前
掲
、
「
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会

議
録
、
三
一
二

1
三
二

O
次
」
所
収
（
韓
国
語
）
。

ω
2
巴
8
・E
B
g
冨
・
国
－

F00・E

吋
宮
間
2
0
8
k
p門
田
町
立
の
o
g弘一
Z
。耳目
Mlω
。
E
F

u
g－。
m
s
v
M
Z
F向、門ミ
S
－
切
。
§
守

C
Sミ
ミ
内
ア
∞
ロ
B
5
2・
NOCH－唱－
HN・

（
日
）
「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
外
務
省
代
弁
人
声
明
」
『
労
働
新
聞
』
一
九
七
一
年
六
月
一
八
日
（
朝
鮮
語
）
。

（
日
）
「
国
連
首
席
を
韓
国
人
に
｜
｜
現
代
表
ロ
ジ
ャ

l
ズ
少
将
主
張
（
ソ
ウ
ル
四
日
、

A
P
H
同
和
）
」
一
九
七
一
年
七
月
五
日
（
韓
国

語
）
。
以
下
、
こ
の
会
見
か
ら
の
引
用
は
こ
の
文
献
に
よ
る
。
な
お
、
ロ
ジ
ャ
l
ズ
は
後
の
離
韓
に
際
し
、
「
板
門
店
に
お
け
る
米
国
の
関

与
を
低
め
る
た
め
の
段
階
的
計
画
を
も
っ
て
い
る
」
と
発
言
し
、
そ
れ
が
軍
事
停
戦
委
員
会
で
公
式
に
提
案
し
た
共
同
警
備
区
域
の
警
備

兵
の
削
減
（
第
二
段
階
）
、
非
武
装
地
帯
の
非
武
装
化
（
第
三
段
階
）
か
ら
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
ロ
ジ
ャ

ー
ズ
五
項
目
計
画
」
、
前
掲
「
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
議
録
、
三
一
二

1
三
二

O
次
」
、
所
収
（
韓
国
語
）
。
お
よ
び
、
拙
稿
「
朝
鮮
半
島

平
和
体
制
樹
立
問
題
と
米
国
｜
｜
多
国
間
協
議
の
規
範
と
関
与
」
山
本
吉
宣
編
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
安
全
保
障
と
ア
メ
リ
カ
』
、
彩
流
社
、

二
O
O
五
年
、
一
五
四

1
一
五
五
頁
。
ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
第
四
段
階
、
第
五
段
階
の
内
容
に
つ
い
て
は
公
表
を
控
え
た
。

（
日
）
「
李
先
念
李
徳
生
同
志
率
我
党
政
代
表
団
至
平
壌
」
「
解
放
軍
報
』
一
九
七
一
年
七
月
一
一
日
。
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（
口
）
「
朝
鮮
人
民
軍
韓
澄
玉
同
志
所
属
部
隊
挙
行
集
会
」
『
解
放
軍
報
』
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
。

（
時
）
出
自
明
話
。
－
mロ
内
田
＼
唱
。
E
E
m
．問。
mw門田富
ω司
」
。
吋

FOωω1「ゆロ位。ロ

mEMMmwロ自信ロ』。
B
V
M】

hNnq片山山
H
b
a
s
h叫’辺、
es・し『己可
N
∞・

］戸山田斗］「

（
問
）
『
韓
国
日
報
』
一
九
七
一
年
七
月
七
日
（
韓
国
語
）
。

（
初
）
『
朝
鮮
日
報
」
一
九
七
一
年
七
月
七
日
（
韓
国
語
）
。
な
お
韓
国
外
務
部
で
は
、
そ
の
直
後
の
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
公
告
を
受
け
、
軍
事
停

戦
委
員
会
で
国
連
軍
側
首
席
代
表
は
「
い
ず
れ
わ
れ
わ
れ
が
務
め
る
」
と
し
、
そ
れ
を
「
停
戦
委
（
員
会
）
の
韓
国
化
」
（
括
弧
内
は
引

用
者
）
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
韓
国
の
『
自
主
国
防
論
』
と
多
国
間
協
議
論
｜
｜
同
盟
理
論
と
相
関
関

係
に
関
す
る
解
釈
的
検
討
」
国
際
安
全
保
障
学
会
編
「
国
際
安
全
保
障
』
第
三
三
巻
第
四
号
（
二

O
O
六
年
三
月
）
、
六
四
頁
。

（
幻
）
「
韓
国
人
軍
停
委
首
席
代
表
任
命
問
題
」
「
軍
事
停
戦
委
員
会
韓
国
人
首
席
代
表
任
命
問
題
、
一
九
七
一

1
七
二
」
（
分
類
番
号
七
二

九
・
五
、
登
録
番
号
五
一
七
七
）
所
収
（
韓
国
語
）
。

（
辺
）
ソ
ウ
ル
新
聞
社
編
著
『
駐
韓
美
軍
三
O
年
』
ソ
ウ
ル
、
杏
林
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
三
七
三

1
一
二
七
四
頁
（
韓
国
語
）
。

（お）

E寸
己
o
m
g
B
骨。
B
F
O
開

Bσωωωω
ニ
ロ
問
。
B
m
w
g
s。
U
8
m
W
2
B
O
E
。片山山富同
0・
∞
。
。
己
wFwσEmw弓
N
W

岡山田斗
y
o∞
E
N・軍司同～

同ミ
s
b唱－
N
N仏
I
N
N∞・

（M
）

E
C
M・4
司
皆
同

2H｝冨
K
Fハ
U
H，
8
』。
F
j
E
Rい
誌
の
め

H
Q
3
a
a札
・
旬
、
守
的

ι己可
N
F
Sロ・

（
お
）
確
か
に
そ
れ
以
前
、
軍
事
停
戦
委
員
会
に
中
国
人
民
志
願
軍
代
表
団
が
復
帰
し
た
後
、
第
一
三
八
次
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
議
（
一

九
七
一
年
七
月
九
日
）
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
何
渠
若
は
階
級
章
を
付
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
参
加
資
格
は
な
い
と
さ

れ
、
実
質
的
討
議
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
（
moo－
E
E
B同
〉
宮
5
m
gロ
8
ω
E
g
d？
の
E
5
8
p
w
E
H
B
Z
冨
k
r
n
冨
02Emω
＼）司令
Q
M
r

片
句
E
3
S札・旬、

e
p
E守
口
L
S
H・
李
養
鋪
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
）
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
何
渠
若
が
外
交
部
所
属
の
文
官
で
あ

っ
た
と
の
指
摘
（
『
朝
鮮
日
報
」
一
九
七
一
年
七
月
一

O
日
〈
韓
国
語
〉
）
も
あ
っ
た
が
、
何
渠
若
の
死
去
に
際
し
て
経
歴
を
紹
介
し
た

『
解
放
軍
報
』
報
道
に
も
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
（
「
何
渠
若
同
志
追
悼
会
在
沈
陽
挙
行
」
『
解
放
軍
報
』
一
九
七
三
年
九
月
一
七
日
）
。

何
渠
若
が
階
級
章
を
着
け
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
文
化
大
革
命
中
の
階
級
制
度
廃
止
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

（
お
）
「
第
コ
二
七
次
、
一
九
七
一
・
七
・
二
九
」
前
掲
、
「
軍
事
停
戦
委
員
会
本
会
議
録
、
三
一
一
一

1
三
二

O
次
」
所
収
（
韓
国
語
）
。
「
朝

中
方
面
首
席
委
員
向
敵
方
提
出
七
点
強
烈
要
求
」
「
解
放
軍
報
』
一
九
七
一
年
七
月
コ
二
日
。
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（
幻
）
「
金
党
首
権
限
代
行
記
者
会
見
」
『
民
主
前
線
』
一
九
七
一
年
六
月
一
五
日
（
韓
国
語
）
。

（
お
）
「
第
七
代
大
統
領
就
任
辞
（
一
九
七
一
年
七
月
一
日
）
」
前
掲
、
「
朴
正
照
大
統
領
演
説
文
集
（
第
八
輯
）
』
、
三
七
二
頁
（
韓
国
語
）
。

（
m）
拙
稿
「
朴
正
照
政
権
期
韓
国
の
『
自
立
」
と
正
統
性
問
題
｜
｜
『
善
意
の
競
争
』
提
案
と
『
国
民
総
和
』
概
念
」
阿
部
達
味
編
「
ア

ジ
ア
政
治
の
未
来
と
日
本
」
、
勤
草
書
房
、
一
九
九
五
年
、
九
一
頁
を
参
照
。

（
初
）
「
一
九
七
一
年
度
国
防
大
学
院
卒
業
式
お
よ
び
第
一
六
期
合
同
参
謀
大
学
卒
業
式
諭
旨
（
一
九
七
一
年
七
月
二

O
日
）
」
前
掲
、
「
朴

正
照
大
統
領
演
説
文
集
（
第
八
輯
）
』
、
三
八
一
頁
（
韓
国
語
）
。

（泊）

E
［

ω
2
5
4
4寸色。
m
g
B
W
U
O刷出
2
g
oロ件。片山山
g
g
g
k
F
B
O
E
S口
開

Bσmwmω
可

ω
g
c】（
ω
g
g
H
ω
H∞
ω∞）＼問。
z
mロ
KFBσωωg内宮吋

呂
田
ぱ
の
色
。
ロ

ω
2
5
gミ
話
回
M
S包色
OEwmkpロロ。
5
8
5
2
2同問
Mow－ロ
mSω

伊
丹
．

V
M
Jを
同
ShNa

弘、hN旬
。
＼
巴
ミ
S
な

S
H
bぬ
同
？

3
S
M
U
S
S
S
E
－。、－

s－w同省・
ARS－

hq0・

（
認
）
「
中
国
代
表
権
問
題
ー
ー
そ
の
聞
の
推
移
と
わ
が
国
の
立
場
、
一
九
七
一
年
六
月
、
外
務
部
」
「
中
国
（
旧
中
共
）
の
国
連
加
盟
（
中

国
代
表
権
問
題
）
一
九
七
一
・
一

0
・
二
五
・
全
五
巻
V
・
二
・
一
九
七
一
・
六
l
九
」
（
分
類
番
号
七
コ
二
・
二
一

C
P
、
登
録
番
号

四
三
八
O
）
所
収
、
一
三
頁
（
韓
国
語
）
。

（
お
）
「
米
帝
に
反
対
す
る
ア
ジ
ア
の
草
命
的
人
民
ら
の
共
同
闘
争
は
必
ず
勝
利
す
る
で
あ
ろ
う
l
lカ
ン
ボ
ジ
ア
国
家
元
首
で
あ
り
カ
ン

ボ
ジ
ア
民
主
前
線
委
員
長
で
あ
る
ノ
ロ
ド
ム
・
シ
ア
ヌ
l
ク
親
王
を
歓
迎
す
る
平
壌
市
群
集
大
会
で
行
っ
た
演
説
（
一
九
七
一
年
八
月
六

日
）
」
『
金
日
成
全
集
（
四
七
）
』
平
壌
、
朝
鮮
労
働
党
出
版
社
、
二

O
O
三
年
、
一
二
二
頁
（
朝
鮮
語
）
。

（鈍）

E
富
。
目
。
S
E
C
B
可。
B
∞
ゅ
の
お
g
ミ
え
口
広
2
8
F
m
w－E
Z
M
M
B包
今
回
同

Z
g
p
d司
mwωFEm件。
P
E
q
s
L
s
y
j司同～同円。

E

、hwhN・百－Mao－

（
お
）
『
第
七
七
回
国
会
会
議
録
第
七
号
（
一
九
七
一
年
八
月
七
日
）
』
ソ
ウ
ル
、
大
韓
民
国
国
会
事
務
処
、
一
九
七
一
年
、
一
四
九
頁
（
韓

国
語
）
。
以
下
、
第
八
代
国
会
第
七
七
岡
本
会
議
か
ら
の
引
用
は
こ
の
文
献
に
よ
る
。

（
お
）
「
人
道
的
南
北
会
談
を
提
案
す
る
大
韓
赤
十
字
社
総
裁
声
明
書
」
『
南
北
対
話
史
料
集
（
第
二
巻
）
』
ソ
ウ
ル
、
国
土
統
一
院
、
発
行

年
不
詳
、
三
七
頁
（
韓
国
語
）
。

（
釘
）
金
溶
植
『
希
望
と
挑
戦
l
l金
溶
植
外
交
回
顧
録
』
ソ
ウ
ル
、
東
亜
日
報
社
、
一
九
八
七
年
、
二
一
一
一
頁
（
韓
国
語
）
。

（
お
）
「
大
韓
赤
十
字
社
の
家
族
捜
し
運
動
提
起
に
関
す
る
国
内
外
反
響
（
一
次
報
告
）
」
「
南
北
赤
十
字
会
談
予
備
会
談
、
第
一
ー
ー
一

O
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N－［叩

去
三
・
単
E
坦

F
1~-tJ1 

・
4

・
1
1
0
-
1
1

・
11
gr

・
4111

1靴）
(
>
.
 ~
欄
持
拭
抑
騒
）
」
（
余
懸
栴

alt'♀
1H

（・
111111

’
剣
思
議
悔
a¥t'§J

1
1
~
0
）
在
単
（
韓
回
程
）
。

（含）
「線

1
H
く
匪
叶
『
県
慰
糧
』
祖
国
展
世
（

1
 ~・
~
1
社
＜

a:r:
1
同
巴
）
J

~ffi;~＇
『
＃
困
量
H
＜
握
忠
臣
嬢
漏
拭
蝶
（
組
長
〈
車
)
r
§
J
1
1
吋

i眠

（
韓
国
程
）

0
~
ト
’
＃
同
量
~
~
」
吋
~

1~-tJ1
社
Q
県
思
惑
糧
揮
漏

-R
♂

~rt;£tCtifJ
~｛：＞＜極：」

ι
~
~
o

（
$
）
“
［
Secret] Telegram, A

m
e
r
i
c
a
n
 E
m
b
a
s
s
y
 M
o
s
c
o
w
 to 

Secretary of State (
M
o
s
c
o
w
 08176

），‘
R
O
K
 Contacts 

with Soviets
’，”

T
h
e
 Rise a

n
d
 Fall of Detente on the K

o
r
e
a
n
 Peninsula, op. cit., 

p. 
600. 

（
弓
）
“
T
e
l
e
g
r
a
m
f
r
o
m
 the D

e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of State to the E

m
b
a
s
s
y
 in K

o
r
e
a
 Washington, S

e
p
t
e
m
b
e
r
 23, 

1971, W
a
s
h
-

ington, S
e
p
t
e
m
b
e
r
 23, 1971, 0005Z

，”
F
R
:
 Korea, pp.279-280. 

（
句
）
“
［
Secret]

Telegram, D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of State to 

A
m
e
r
i
c
a
n
 E
m
b
a
s
s
y
 Seoul a

n
d
 A
m
e
r
i
c
a
n
 E
m
b
a
s
s
y
 M
o
s
c
o
w
 

(State 
20137

），‘
R
O
K
 Contacts with Soviets

’， 
"
 T
h
e
 Rise a

n
d
 Fall of Detente on the 

K
o
r
e
a
n
 Peninsula, 

op. 
cit., 

p.607. 

（句）
See, H

e
n
r
y
 A
.
 Kissinger, 

White H
o
u
s
e
 Years, Boston: Little B

r
o
w
n
,
 1979, p. 

786 
（
謡
歌
型
車
銅
畿
＼
恨
韓
豊
富
里
111

主
査
・
毛
:it
同
わ
〈
・
＋
＜
璽
〈
！

・
殺
＊
盤
整
堂
昔
話
量

『4ヤ
ト
，
入
λ
：
入
伊
－
~
意
思
議
＠
＃
尚
己
需
要
~
r

づらえや題’
1
~
＜
0
社
’

11 
§
J
O
~

）. 
「巨

細
~.lJ

e
制
民
紘
騨
」
『
罫
田
海
~
j

1
~
♀

1
社

1
1
 trr:~（

巴
0
.;q
吋
b

『匿
E己保明

E思
議
』
’
ギ
！
日
輸
出
’

1
 ~-tll 1掛

J
11(§11

眠。

（
事
）
“
M
e
m
c
o
n
,
Kissinger a

n
d
 Zhou, 

10 July 1971, 
Afternoon (12:10 

p.m.-6:00 p.m.), 
T
o
p
 Secret/Sensitive/ 

Exclusively 
E
y
e
s
 
Only, 

with 
C
o
v
e
r
 
M
e
m
o
 b
y
 
Lord, 

6
 A
u
g
u
s
t
 
1971

，”＜
http://www.gwu.edu

／～
nsarchiv/ 

N
S
A
E
B
B
/
N
S
A
E
B
B
6
6
/
c
h
-
3
5
.
p
d
f
)
.
 p. 

24 
（
署
長
話
’
「
拭
柚
11

織
11
＠
！
匪
医
局
保
・

4ヤ
ト
，
入
入

h
令
｛
相
諮
’

1
~
♀

1
社
キ

Ja:r: 
1
 

1
 rnj 
~
副
・
望
~EE
銅
揺
’

~ffi;車
軸
，
.

1(111}
眠
.

f
 J
 Q
紘
票
当
，
.

~ffi;~零
礎
「
韓
回
線

-tJ乞
＋
＜
話
芸
事
贈
栴
『

4怖
感
~
雇
件
』
，

.\J将
軍
装

(§1
・
N~
）
」
会

，~熱
盤
。

（
埠
）
“
Analytical

S
u
m
m
a
r
y
 of N

S
S
M
 141 Study: Implications for U.S. Policy of the Participation of the People

’s
 

Republic 
of 

China 
in 

Multilateral 
Diplomacy, 

D
e
c
e
m
b
e
r
 
6, 

1971
”＜

http://nsarchive.chadwyck.com/nsa/ 

documents/CH/00231/all. pdf), pp. 9-10. 

（事）
「
容
猿
京
臨
刷
哨
〈
黒
田
童
話
室
Q
殺
歪
求
書
言
語
長
e
雛
0
-
R
~
~
m
盟：1

0
エ
ν
－

IIl持
〈
韓
国
海
~
｝

！
握
蝶

!1@'~.;q吋
’b

胡
Gi［
期
限

（
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一
O
月
八
日
）
」
『
金
日
成
全
集
（
四
七
）
』
平
壌
、
朝
鮮
労
働
党
出
版
社
、
二

O

米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

社
記
者
と
行
っ
た
談
話
（
一
九
七
一
年
九
月
二
五
日
、

O
三
年
、
二
四
五

1
二
四
六
頁
（
朝
鮮
語
）
。

（訂）

E司
町
民
巴
・

ω－
u
s
p
g
b
N
l∞一
C
C

司・冨－

u
g出
』
。
宮
件
。
。
E
B
C口問。ロ
0・出
KF間
百
ω伊丹件。司一問。
l富
。
5
8ロ
ω10
ユmEmw－・
0
2。，

σ
2
S
J
P
3同，
F
o
z
w。ロ
KF品
目
宮
町
可
見
宮
口
。
ロ
内
田
明
。
円
。
釘
ロ

KF民
包

5
・
5
S
1
5
U可

hppw見
NHZ巳
宮
口
巳
∞
R
g
E
q
E
r
w
m
w
∞ぬの色。回

同日一司
2
F
o
p－g
山色。ロペ
ω
E－2
・
n
v
E
m
mロ色

5
2
5
B
Z
O向。
zm昨日。ロ
ω
［
冨
甘
円
。
宮
司
自
］
（
出
2
8
P
2（

U

伊丹
a
g
z
ω
わ明日－
o）・

4
司
。
。
舎
江
島
問
宍
司
江
田
向
可

ω。
己
円
。
。
冨
色
E
・N
C
C
匂・

（
必
）
貌
史
言
「
基
辛
格
第
二
次
訪
華
」
外
交
部
外
交
史
研
究
室
編
『
新
中
国
外
交
風
雲
（
第
三
輯
）
』
北
京
、
世
界
知
識
出
版
社
、
一
九

九
四
年
、
六
七
頁
。

（却）

E百
円
阜
の
E
ロ
2
0
u
s
p
g
b？？
ωO
司・冨－

L
。
百
件
。
。
B
B
E長
官
。
（
吋
10己
主
Z
o
u
sロ）
VZω
ハ
V
E
F

（印）

E∞
2
。ロ向日

C
・m・
U
S
E－
z
b
m
l
g込
町
〉
・
冨
－

u
g岸
し
『
。
宮
件
。
。
B
B
E同

昨

azo－
志
位
・

（日）

E吋，
E
E
C－∞－

U
S
F
5
b印
lHOHOOHM・冨－

u
g沖
』
S
E
n。
自
自
信
回
目
岳
M0・E
mロ
円
で
斗
E
E
n
E
D
g
o
u
s
P
E
b
a－

K
H

込町

kr・冨－
L
S
E
n。
B
B
E
E告
。
（
吋
g
g
t
d
o
u
s
3・3hb位
・
周
思
来
は
米
国
が
中
国
の
第
二
次
草
案
か
ら
軍
事
停
戦
に
関
す
る
文
言
を

削
除
し
た
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
た
。

ω
2＼
豆
一
o
g
g
p
阿佐包口問。一『

g
色
NF。
F

d
。
B
B
Z
E
a
s－－
N印
0
2。
σ
2
5
J
P

？
m
o
l
p
さ
司
－

B
・・

JF司
∞
0
2
0ミ
ω
o
g
E
S＼問。－
5

5－
可
思
2

9
－
1
〈
『
喜
一
ミ

42当
・
宮
口
・
包
ロ
＼
t
g号。
E
4
2
ω
k
p阿国回＼

ZωkF何回一回、吋
O
K
2
5・
E－
0
・
司
・
∞
（
邦
訳
、
「
文
書
一
五
第
九
回
周
恩
来
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ

l
会
談
、
一
九
七
一
年
一

O
月
二
五
日
」

毛
里
・
増
田
監
訳
、
前
掲
書
、
二
七
二
頁
）
・
前
掲
拙
稿
、
「
米
中
接
近
と
韓
国
」
、
一
七
一
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
臼
）
「
南
朝
鮮
同
胞
兄
弟
姉
妹
諸
政
党
、
社
会
団
体
人
士
に
送
る
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
最
高
人
民
会
議
ア
ピ
ー
ル
」
『
労
働
新
聞
』

一
九
七
一
年
四
月
一
四
日
（
朝
鮮
語
）
。

（
日
）
「
金
一
八
項
目
提
案
」
は
、
王
泰
平
主
編
「
中
華
人
民
共
和
国
外
交
史
（
第
三
巻
）
』
北
京
、
世
界
知
識
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
四

O
頁
を
参
照
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
周
思
来
の
間
で
「
金
一
八
項
目
提
案
」
が
い
か
に
扱
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
、
「
米
中

接
近
と
韓
国
」
、
一
ム
ハ
六

1
一
六
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
周
恩
来
と
の
会
談
を
終
え
て
ニ
ク
ソ
ン
に
送
っ

た
報
告
書
に
は
、
「
平
和
統
一
八
項
目
提
案
」
と
「
金
一
八
項
目
提
案
」
を
混
同
し
て
い
た
箇
所
が
あ
る
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
こ
こ
で
、

「
周
思
来
は
一
九
七
一
年
四
月
に
北
朝
鮮
が
公
表
し
た
八
項
目
提
案
を
手
渡
し
た
」
と
記
し
た
上
で
、
そ
の
提
案
が
在
韓
米
軍
の
撤
収
、
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U
N
C
U
R
K
の
解
体
な
ど
を
主
張
し
、
米
国
を
「
罵
倒
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
平
和
統
一
八
項
目
提

案
」
は
対
南
提
案
で
あ
り
、

U
N
C
U
R
K
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、

U
N
C
U
R
K
解
体
の
主
張
を
盛
り
込
ん
だ
の
は
「
金
一
八
項

目
提
案
」
で
あ
っ
た
。

ω
2＼
三
一

O
B
O
Bロ内
E
B
骨。

B
M
J・2
E
gぺ
ω
k
r
g
z
g
E
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一

zmZEロ巳
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2
3
gミ
krR包
窃
（
同
町
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ロ

mos

g
甲
g
E
8
2
g
p
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g
Eロ
m
g
p
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。2
B
Z
Z
5
1
3
之
宮

h
s
s喜
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安
門
、
ミ
凡
な
2
室内師、

S
N
R
S
Nで
N
F
n
F
S
F

NUS1NUud・4
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S
F
E
m
gロロわい
d
E
Z
ι
ω
E
g
の。

3
5
s
o
E
P
E
E
m
O
B
8・
Nccp司・
2
5・

（
日
）
社
説
「
中
国
人
民
と
世
界
人
民
の
偉
大
な
る
勝
利
」
「
労
働
新
聞
』
一
九
七
一
年
一

O
月
二
八
日
（
朝
鮮
語
）
。

（
日
）
「
歴
史
潮
流
不
可
抗
拒
｜
｜
《
人
民
日
報
》
社
論
（
一
九
七
一
年
一

O
月
二
八
日
）
」
『
歴
史
潮
流
不
可
抗
拒
｜
｜
我
国
在
聯
合
国
的

一
切
合
法
権
利
勝
利
恢
復
」
北
京
、
人
民
出
版
社
、
一
九
七
一
年
、
三
一

1
コ
二
ニ
頁
。

（
日
）
社
説
「
歴
史
の
流
れ
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
『
労
働
新
聞
』
一
九
七
一
年
八
月
八
日
（
朝
鮮
語
）
。

（
町
）
「
中
華
人
民
共
和
国
代
表
団
団
長
喬
冠
華
在
聯
合
国
大
会
上
的
発
言
（
一
九
七
一
年
一
一
月
一
五
日
）
」
前
掲
、
「
歴
史
潮
流
不
可
抗

拒
』
、
九
頁
。

（
関
）
阿
佐
低
ロ

m
o
p
e－
2
．H・ゐ－
MOH∞
（
邦
訳
、
桃
井
虞
監
修
／
斎
藤
輔
三
郎
・
小
林
正
文
・
大
脳
人
一
・
鈴
木
康
雄
訳
『
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ

ー
秘
録
④
モ
ス
ク
ワ
へ
の
道
』
、
小
学
館
、
一
九
八
O
年
、
二
二

O
頁）・

（
日
）
「
拡
大
パ
リ
会
談
第
一
一
九
岡
本
会
議
の
南
ベ
ト
ナ
ム
共
和
臨
時
革
命
政
府
代
表
グ
エ
ン
・
チ
・
ピ
ン
女
史
七
項
目
提
案
演
説
（
一

九
七
一
年
七
月
一
日
、
パ
リ
）
」
浦
野
起
央
編
著
『
資
料
体
系
／
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
国
際
関
係
政
治
社
会
史
（
第
二
巻
・
ア
ジ
ア
町

e
）
』
、
パ
ピ
ル
ス
出
版
、
二

O
O
四
年
、
二
四
一
七

1
二
四
二

O
頁
。
以
下
、
グ
エ
ン
・
チ
・
ピ
ン
の
「
七
項
目
提
案
」
か
ら
の
引
用
は

こ
の
文
献
に
よ
る
。

（
ω）
社
説
「
南
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
の
正
当
な
解
決
の
た
め
の
合
理
的
提
案
」
『
労
働
新
聞
』
一
九
七
一
年
七
月
六
日
（
朝
鮮
語
）
。

（
引
）
《
U
R口
回
・
（
UCRaw

－S芯
ミ
ミ

kg河
内
。
旬

HLF向
。
S
凡
史
的
。
＼
で
笠
弓
h
N

達、句

C
S・
5
～
〈
h
g－河内

S
C皆、・
4
司

g
F
E
m件。ロロ・。・一

田
口
窃

ωOM刊
が
一
戸
山
町
匂
J

ア
同

y
N∞印・

（
位
）
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
に
滞
在
し
て
い
る
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
党
お
よ
び
政
府
代
表
団
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
党

お
よ
び
政
府
代
表
団
聞
に
会
談
が
あ
っ
た
」
『
労
働
新
聞
』
一
九
七
一
年
一

O
月
二
七
日
（
朝
鮮
語
）
。

（
臼
）
「
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
『
労
働
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
二
日
（
朝
鮮
語
）
。
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編
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周
思
来
年
譜
（
下
巻
）
』
北
京
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央
文
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出
版
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九
九
七
年
、
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非
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七
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献
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異
な
る
こ
と
を
注
視
し
て
い
た

o
r
p
a
A
n
g出
品

g
z巳］

叶
色
。
m
g
g・
U
O
回
出
耳
目
。
ロ
件
。
同

ω
g
z
g
k
p
s
o
E
S回
開
BVgω
可
∞
。
。
己
・
開
BEωω
可叶。－

q。・
ω
g
z－
mロ
仏
国
。
口
問
問
。
口
問
（
印
。
。
巳

。ω包）
V
M
3常
同
窓

hshN3NN
ミ
b
ミ
さ
な

S
H
Fぬ
同
ミ
ミ
噛
輔
、

ssshF§
－Q
．F・唱－
a∞
恥
・
こ
の
電
報
は
、
そ
の
約
二
週
間
後
に
日
本

社
会
党
機
関
紙
『
社
会
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
会
見
で
、
金
日
成
が
南
北
平
和
協
定
の
締
結
が
在
韓
米
軍
撤
収
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
を

「
こ
ん
ど
の
平
和
協
定
が
過
去
の
も
の
と
は
ち
が
う
点
」
と
し
て
強
調
し
た
こ
と
に
も
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
た
。
な
お
、
『
社
会
新

報
』
と
の
会
見
は
上
記
の
『
読
売
新
聞
』
と
の
会
見
の
翌
日
（
一
九
七
二
年
一
月
一
一
日
）
に
行
な
わ
れ
た
。
金
日
成
の
『
社
会
新
報
』

と
の
会
見
内
容
は
、
「
金
日
成
首
相
と
語
る
」
『
社
会
新
報
』
一
九
七
二
年
一
月
二
六
日
を
参
照
。

（
鉛
）
こ
の
詳
細
は
、
前
掲
拙
稿
「
韓
国
第
七
代
大
統
領
選
挙
『
安
保
論
争
』
と
北
朝
鮮
（
四
・
完
）
」
、
を
参
照
。

（
釘
）
ハ
ン
・
ウ
ン
ホ
「
南
北
政
治
協
商
を
進
行
す
る
こ
と
に
関
す
る
方
案
は
遅
滞
な
く
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
『
労
働
新
聞
』

一
九
七
二
年
二
月
一
一
一
一
日
（
朝
鮮
語
）
。
な
お
、
一
九
七
一
年
一
二
月
一
一
日
に
金
日
成
と
会
見
し
た
ソ
連
最
高
会
議
代
表
団
か
ら
の
情

報
を
駐
朝
ソ
連
大
使
経
由
で
入
手
し
纏
め
た
駐
朝
ハ
ン
ガ
リ
ー
大
使
館
の
電
報
に
よ
れ
ば
、
七
一
年
二
月
末
の
朝
鮮
労
働
党
中
央
委
員

会
第
五
期
第
三
次
全
体
会
議
で
は
、
「
南
朝
鮮
」
の
「
進
歩
勢
力
」
は
依
然
弱
く
、
「
革
命
的
な
状
況
」
に
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
進

歩
勢
力
」
が
力
を
得
る
た
め
に
朴
正
照
を
孤
立
さ
せ
、
「
破
産
」
に
追
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
。

金
日
成
も
美
術
品
の
交
換
、
体
育
人
の
交
流
な
ど
の
対
南
提
案
を
行
い
、
「
極
右
政
党
」
と
も
協
議
す
る
用
意
を
示
す
こ
と
で
、
朴
正
照

に
も
「
非
常
口
」
を
与
え
る
意
思
を
示
し
た
。
そ
こ
で
金
日
成
は
、
朴
正
照
が
生
き
残
り
た
け
れ
ば
、
そ
の
「
非
常
口
」
を
使
う
で
あ
ろ

う
し
、
使
わ
な
け
れ
ば
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
と
い
う
（
E
叶
色
。
m
g
B
w
出口ロ
mm
ユωロ
開
田
σ
g
a
u司
一
月
間
ぢ
出
口
口
m
R
Eロ

3
5釘
ロ
冨
宮
町
可
F
3
M
J常
同
窓

S
弘
、
hNNrqbミ
S
Hぬ
S
H吉
岡
。
s
g
M
U
S凡
さ
丘
町
、
。
、
・
2
．H・ゐ・
g
g。

（∞∞）

E
富
。
ョ
。

s
E
C自
営
乙
）
一
『
・

5
窓
口
mop』

m
g
gミ
ω
Y
E芯
ョ
〈
E
Sミ
mm－
8
2・mω
－om円。
8
・8
B
E
2己
z
b
u同
ω
2
2ロ
H

E
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H・0hw己
σ
H
同＼開
hw－。。
H
U
H守
口
ehwω
吋の
F
G
H
σ
g－。除。
uaghwω
件。

HhT昨
釘
σ
H
－85mwhF82J『ヨ
voH同
2
n
F
gロ〉・

（約）

E

富
。
目
。
B
ロ
内
山
口
自
同
円
。
自
』
。
甘
口
出
・
図
。
E
E島問。。同昨日
H
O
Z巳
芯
ロ
巴
∞
月
ロ
ュ
q
n。
ロ
ロ
の
口
∞
宮
内
内

g
s
o
同
usa品。ロペ
ω
K
r
a－ω
g
E

宏司一
z
m丹
時
。
ロ
色
彩
2
E
q
k
F民
巳
B
（同首位ロ向。吋）・

4
5
ω
E口問件。
F
司。
σ
E
m門司
HN・
H匂斗
N
V
M吋
同
～
同
ミ
S
－問者・

ω忌
lω
ロ・

（mw
）

A
ロ品。。
F
E
R－
P
ロ
明
。
E
S
E
O
司円。唱。
g
H
一向。吋唱。”の
0・
krιe・2ωσ
可

3
1
2
E
o
E
Z宵。
p
＝
behNミ
還

S
ご
ML『
め
宮
常
国
情
hNtHS・

〈。－ロ
BmwFM内〈
H
W
z。・見。
ω
（句。ず
2Mm3『

E
W
H匂斗一山）・冨
y
H∞
HlH∞印・

（
引
）
「
社
会
主
義
社
会
で
の
職
業
同
盟
の
性
格
と
任
務
に
つ
い
て
｜
｜
朝
鮮
職
業
総
同
盟
第
五
次
大
会
で
行
っ
た
演
説
（
一
九
七
一
年
一

一
一
月
一
四
日
）
」
前
掲
、
「
金
日
成
全
集
（
四
八
）
』
、
五
九
頁
（
朝
鮮
語
）
。

（位）

4
。
百
件
。
。
S
S
E－a
c
o
σ
2
4
2
8
s
o
司
8
1
0ぱ
問
。
唱
ロ
冨
甘
え

n
E
S
S色
S
o
d
S包
∞
E
g
v
b
eぬ
ミ
ミ
ミ
ミ
・
勾
ね
な

匂
ミ
宣
言
・
〈
。
E
目
。
円
一
阿
〈
F
Z。
・
足
。
∞
（
冨
ω円。
F
N
0・
H
S
N）・冨
yhpω
印
lお
∞
・
「
中
美
聯
合
公
報
（
一
九
七
二
年
二
月
二
八
日
）
」
廉
正

保
主
編
『
中
華
人
民
共
和
国
外
交
大
事
記
（
第
四
巻
）
』
北
京
、
世
界
知
識
出
版
社
、
二

O
O
三
年
、
三
五
一

1
三
五
六
頁
。
以
下
、
引

用
は
、
「
文
書
二
一
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
訪
中
に
際
し
て
の
米
中
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
）
、
一
九
七
二
年
二
月
二
八
日
」

毛
里
・
増
田
監
訳
、
前
掲
書
、
三
三
六

1
三
三
九
頁
に
よ
る
。
な
お
、
駐
朝
東
独
大
使
館
に
よ
る
と
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
に
合
わ
せ
て
北
朝

鮮
外
務
省
関
係
者
が
大
挙
し
て
訪
中
し
、
一
月
上
旬
に
金
日
成
も
極
秘
に
訪
中
し
た
と
い
う
（
ω
2
U各
宮
内
2
・。
P
2．
？
宅
・
8
l笥）。

（mm
）
E

富
。
目
。
B
口
内
古
田
え
の
。
ロ
s
g
m
t。
P
N
ω

句。
σ叫ロ
ωミ

S
J『

N・
N
υ
C
C
H》－
B
・l∞一
CC
司－
B
－V
〈
宮
吾
一
＼
＼
割
当
者
・
問
看
F
a
c＼

d
g
R
E〈＼
ZωKF何回一回＼
ZωkF何回一回
Hca＼Z
N
I
M－
E
0・
3
・
5
l
M斗
（
邦
訳
、
「
一
九
七
二
年
二
月
一
一
一
一
一
日
ニ
ク
ソ
ン
・
周
思
来
第
二

回
会
談
」
毛
里
和
子
・
毛
里
興
三
郎
訳
「
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
機
密
会
談
録
」
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二

O
O
一
年
、
九
九

1
一
O
O意
頁
）
・

以
下
、
ニ
ク
ソ
ン
・
周
思
来
第
二
回
会
談
か
ら
の
引
用
は
こ
の
文
献
に
よ
る
。
な
お
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
の
際
の
周
思
来
と
の
朝
鮮
問
題
討

議
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
米
中
接
近
と
韓
国
」
、
一
七
三
頁
も
併
せ
て
参
照
。

（
似
）
王
泰
平
主
編
、
前
掲
書
、
四
0
1
四
二
頁
。

（
侃
）
社
説
「
勝
利
は
正
義
の
偉
業
の
た
め
の
人
民
の
側
に
あ
る
」
「
労
働
新
聞
』
一
九
七
二
年
三
月
四
日
（
朝
鮮
語
）
。

（
%
）
『
韓
国
外
交
関
係
資
料
集
（
立
法
参
考
資
料
第
一
九
三
号
）
』
ソ
ウ
ル
、
国
会
図
書
館
立
法
調
査
局
、
一
九
七
六
年
、
四
O
七
頁
（
韓

国
語
）
。

（
併
）
「
わ
れ
わ
れ
の
平
和
統
一
外
交
』
ソ
ウ
ル
、
外
務
部
、
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一
二
七
頁
（
韓
国
語
）
。



米中接近と朝鮮戦争軍事停戦体制

（
悌
）
「
受
信
一
外
務
部
長
官
、
発
信
一
駐
仏
大
使
」
「

z
g
p同
庁
E
E
米
国
大
統
領
中
国
（
旧
中
共
）
訪
問
、
一
九
七
二
・
二
・
二
一

｜
二
八
全
三
巻
（
V
・
二
一
九
七
二
年
）
」
（
分
類
番
号
、
七
二
七
・
七
二

U
S／
C
P
、
登
録
番
号
五
二
一

O
）
所
収
（
韓
国
語
）
。

当
時
の
駐
仏
大
使
が
白
書
楽
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
韓
国
外
交
三

O
年
』
ソ
ウ
ル
、
外
務
部
、
一
九
七
九
年
、
四
五
二
頁
（
韓
国
語
）
に

レ
品
守
＠
。

（mm
）
冨
ロ
ロ
ミ
冨
m
a
o
p
E
H
B
u
g
s
ι
d
a
r
c
m伊
丹
山
口
寸
NW＝
s
s
s
h叫
S
M
U
S
H－
冨
旬
。
『
∞

L
ミ
N・
な
お
、
在
日
本
朝
鮮
人
総
聯

合
会
第
一
副
議
長
の
金
嫡
植
も
ま
た
、
米
朝
間
の
「
国
交
樹
立
」
は
、
「
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
と
同
様
に
「
平
和
共
存
五
原
則
」
の
基
礎

の
上
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た

G
o
o－
m巴
釘
∞
－

E
R
E
g
p
E
Z
2
5
問。
B
m
出

Z
Z
ω
E止
。
ロ

C
・m・－
μ
g
v
草山
HSE

S
包
S
M
M
S
F
冨
R
岳吋・

5
芯）。

（附）

A
n。口出品。
E
E
Z
叶
色
。
m
g
g
w
k
F
B
O
E
Sロ
開
Bvgω
可
∞
。
。
巳
件
。

ω
2
5
gミ
。
同

ω
g
g
（印。。巳

OHω
山
富
）
＼
問
。
関
わ
。
ロ
8
3
m

ω
σ
o
E
C・∞・

z。
2
F
問。
2
8
同
己
主
。
ロ
ωJ3MJ宮
周
忌

hHah門
司

hNロミ
b
ミ
S
H内
S
Sぬ・問。
s
s』

u
s
s
s
E
w
e－R
．
N

・－

3
・斗
C
C
I
S
F

金
溶
植
、
前
掲
書
、
二
五
九
頁
（
韓
国
語
）
。

（問）

E冨
O
B。
B
E
Z目
。
向
。
。
2
2
8
t。
p
d司
g
F
E
m件。
P
〉

U
E
－HhpLSNVNV同
～
同
ミ
S
・
3
・
ωω
品
lωω
印・

（
問
）
「
現
国
際
国
内
情
勢
と
人
民
軍
の
前
に
現
れ
る
幾
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
ー
ー
ー
朝
鮮
人
民
軍
東
海
地
区
陸
海
空
軍
指
揮
官
、
政
治
イ

ル
ク
ン
会
議
で
行
っ
た
演
説
（
一
九
七
二
年
三
月
二
四
日
）
」
『
金
日
成
全
集
（
四
八
）
』
、
三

O
四
1
三
O
五
頁
（
朝
鮮
語
）
。

（
問
）
「
米
国
《
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
》
紙
記
者
と
行
っ
た
談
話
（
一
九
七
二
年
五
月
二
六
日
）
」
前
掲
、
『
金
日
成
全
集
（
四
八
）
』
、

四
四
九
頁
（
朝
鮮
語
）
。

（
胤
）
「
平
和
統
一
外
交
政
策
宣
言
に
関
す
る
特
別
声
明
（
一
九
七
三
年
六
月
一
一
一
一
一
日
）
」
『
朴
正
照
大
統
領
演
説
文
集
（
第
一

O
輯
）
』
ソ
ウ

ル
、
大
統
領
秘
書
室
、
発
行
年
不
詳
、
一
六
五
頁
（
韓
国
語
）
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
韓
国
『
北
方
外
交
」
の
萌
芽
｜
｜
朴
正
照
『
平
和
統

一
外
交
宣
言
』
の
諸
相
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
（
朝
鮮
半
島
の
国
際
政
治
）
』
第
九
二
号
（
一
九
八
九
年
一

O
月
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。
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